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[資料] 

中国企業の CSRに関する若干の資料 

 

酒井正三郎・張 涛 訳 

Some Materials on Corporate Social Responsibility in China  

Trans. by Shozaburo SAKAI and Tao ZHANG 

 

訳者はしがき 

 以下に訳出するのは、近年世界的に注目を集めている CSR（企業の社会的責任）の展開

状況について、中国での实例を調査、研究した資料である。本テーマに関する資料訳出の

意義、インプリケーションなどの詳しい説明については、「中国企業の CSR に関する若干

の資料（上）」の「訳者はしがき」を参照していただきたい。 

「同（下）」として今回訳出の資料は、中国における CSR 研究機関である商道従横が、中

国企業（国有・私営・外資などの各企業）の関係者へのアンケート調査に基づいて、中国

の CSRの現状と問題点を分析、検討した研究で、商道従横の郭沛源、張緒彪、魏寧娣の三

人の研究者によって執筆されたものである。なお、この商道従横は、2005年に設立された

CSR に関する専門の研究機関（企業としては株式会社形態をとっている）で、本報告は香

港楽施会、清華大学建設管理学部企業の持続可能性発展報告書研究グループ、中国持続可

能性発展工商理事会の資金的協力を受けて作成されている。 

 訳出に当たっては、商道従横ならびに本報告書の First Authorである郭沛源氏より許諾

をいただいている。とりわけ、郭氏からはデータ提供などで、大変積極的なご協力を頂戴

した。記して謝意を表するものである。 

 

 

 

中国企業における持続可能性報告書に関する研究 

――価値発見の旅―― 

 

序 文 

 

企業の社会的責任に関する議論は中国において前例のないスピードで展開されている。

政府、マスコミ、民間団体、学術機関はそれぞれの分野において、企業の社会的責任に関

する取り組みを推し進めている。企業の社会的責任を負う主体である中国企業は、内資企

業にしても外資企業にしても、ますます積極的に企業の社会的責任の实践に参加し、模索

しながら前進している。 
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 大手企業が企業の持続可能性発展報告書1を公布することは、中国企業の社会的責任が発

展していくための立派なスタートラインである。20 世紀の末、中国では企業の持続可能性

発展報告書が公刊され、企業の社会的責任論ブームに乗って中国の工業企業に迅速に普及

し始めた。創造・革新に果敢に挑戦する中国企業、特に国有大型企業は、ただちに中国企

業の持続可能性報告書の牽引車となり、わずか 2 年の間に数多くの“则”を作り出した。

すなわち、则の企業の社会的責任報告を名づけた中国内資企業の報告書、则の国有大型企

業の持続可能性発展報告書、世界中で则の GRI3のガイドラインに基づいて編成された報告

書、则の民営企業の社会的責任報告書などがそれである。一部の外資企業では積極的な取

り組みが見られ、本社の報告書以外に、中国の子会社の報告書を独立して編成している。

たとえば、シェル（中国）などがそれである。これらの企業はほかの企業からの尊敬を集

めており、人びとを大いに鼓舞している。 

 とはいえ、中国企業の持続可能性報告書は試験段階にあり、未だ不完全な部分が残され

ている。もちろんこのことは、すでに公布された報告書及びそれを成した企業の功績を否

定するものではない。逆に、もしわれわれが系統的にその不足部分を見い出し、改善案を

提起することができるならば、中国における報告書の質を高め、企業の持続可能性発展報

告書の更なる発展を推し進めることができるというものであろう。他方、マスコミや NPO

などの利害関係者は企業の公布した報告書に対して興味を示しているが、しかしいかにし

てこれらの情報を利用するかについての方策は、必ずしも確定されていないことがわれわ

れの調査を通じて明らかになった。この様な状況は次第に変化していくことが期待される。 

 以上のような問題意識のもとで、われわれは中国企業の持続可能性発展報告書について

研究をスタートさせた。 

 まず、われわれは中国企業の持続可能性報告書を集めることから始めた。報告書の選択

基準は、企業が公布したものである、経済、社会及び環境に関連するものである、中国に

おける業務を主要な報告内容とするものである、などである。社会的責任報告書であれ、

環境報告書であれ、公布する企業が内資企業であれ、外資企業であれ、これらの条件を満

たした報告書はわれわれの研究対象である。しかし、多国籍企業の本社の報告書を中国語

に翻訳しただけで、中国における業務を主要な報告内容としない報告書は、われわれの研

究対象外としている。 

 われわれは、SustainAbility2の報告書の評価方法を応用し、収集した報告書を戦略から、

企業ガバナンス、企業経営管理など多岐にわたって分析を行い、現段階での中国企業の報

告書を世界の一流企業のそれと比べ、そこから浮き彫りになる内容上の優务を見出そうと

した。 

                                                   
1 本報告書における企業の持続可能性報告書の定義は広い意味で使用する。これには、企業の持続可能性

報告書、企業の社会的責任報告書、企業市民報告書などさまざまな異なる名称の非財務報告書が含まれる。

詳細は第一部を参照されたい。本報告書で使用される“持続可能性発展報告書”、“企業報告書”、“報告書”

などは、特に説明ない限り、すべて企業の持続可能性報告書を指している。 
2 1987年に設立されたイギリスの経営戦略コンサルタント兼シンクタンク会社。（訳注） 
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 多くの考え方を集めてより優れたアイディアを得るために、われわれは、企業の持続可

能性報告書にかかわる 40以上の専門家と第一線の实務家を対象としてインタビューを行っ

た。これらの専門家は企業出身の人もいれば、報告書の編成サービスを提供する企業の専

門家もいる。さらに、企業の利害関係者に属する者もいる。彼らは、鋭い視線で様々な観

点から中国企業の持続可能性報告書に内在している問題点をわれわれに見つけ出してくれ

ており、そのことによってわれわれはより全面的で、より実観的なスタンスをとることが

できたのである。 

 本報告書は数か月間かかってやっと完成され、皆さんの前に出すことができた。われわ

れは、この報告書が中国企業の持続可能性報告書の現状及び将来の発展傾向をできるだけ

実観的に反映し、レンガを投げて玉を引き出す効果（中国語で ）を期待するもの

である。本報告書の編成過程において、企業の社会的責任に関する国内の文献資料はまだ

尐ないことに気がついた。そこで、本研究報告に資料やガイドラインを添付資料として付

し、さらに、第 4章の“いかにして持続可能性報告書を編成するか”、第 5章の“いかにし

て企業の持続可能性報告書をうまく利用するか”および若干の附録を付け加えてある。こ

うすることで、読者の異なるニーズに応えられることを期待したのである。 

 本報告のタイトルについては大変悩んだ。結局、サブ・タイトルとして価値発見の旅を

決定した。实際、これは SustainAbility社による 2004年と 2006年の調査報告からヒント

を得ているものである。SustainAbility社の 2004年度の調査報告書のタイトルは“リスク

とチャンス”である。それは持続可能性発展がリスクだけではなく、チャンスでもあるこ

と意味している。企業の報告書の編成過程は、企業にとってリスクとチャンスを識別する

過程であり、価値を発見する過程でもある。SustainAbility社の 2006年度の調査報告書の

タイトルは“明日の価値”である。ここでは企業の持続可能な発展が企業に将来価値をも

たらすことが明言されている。中国企業を取って見ると、一部の企業は “報告書どまり”、

“報告書は PR のパンフレットである”という考え方を依然として持っている。これでは、

中国企業が持続可能な発展を通常の経営業務に取り込むことを制約することとなり、“報告

書の価値発見”の機能を果たせなくなってしまう。そのため、われわれは、かかるサブ・

タイトルを付すことによって、企業に報告書の価値について重要視するよう警鐘を鳴らし、

そのような効果を期待したのである。同時に、われわれはこの機会を借りて、利害関係者

が報告書の価値を十分に発掘するよう念を押しておきたい。こうすることによって、企業

の持続可能性報告書の“真剣に編成―有効に活用”という好循環が形成されることを期待

している。 

 われわれの研究は、問題意識の提起から具体的な实施への移行、さらに分析や編成に至

るまで、多くの機関や研究仲間の協力を得ている。香港楽施会から多大な資金援助をして

いただき、會萌華と 崇銘両氏からも多くの協力を得ている。清華大学建設管理学部企業

の持続可能性報告書研究グループと中国持続可能な発展工商理事会はテクニカル的な面で

のサポートを提供してくれた。商道従横の王昕、張華および蘇建華はインタビューと研究
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で多大な労力を割かれ、王強、黎宝および Jenny Zhangは本報告を流暢な英語に翻訳して

くれた。このほか、国内外の研究同仁が E メールや面談の形で我々からのインタビューを

引き受けてくれた。われわれは、これらの人びとと研究をシェアリングしていると言える。

ここに感謝の意を表したい。 

 われわれの知識や能力には限界があり、本報告においても脱漏や不十分な点があること

は避けられない。この点、お許しを乞うとともにぜひご指導をいただきたいとおもう。 

 

郭沛源 商道従横社長 

張緒彪 LEAD研究員 

魏寧娣 清華大学建設管理学部 

 

2007年 7月 13日 

 

＜要旨＞ 

企業の持続可能性報告書は企業の非財務報告の一種で企業の環境報告書に由来している。

企業市民論と企業の社会的責任論の急速な普及と並行して、持続可能性報告書への取り組

みが開始され、2002 年グローバル・リポーティング・イニシアチブ(GRI)のガイドライン

第２版が発行されたのを契機に、次第に企業の非財務報告書の支配的な地位を占めるよう

になってきた。2002 年現在、G250 企業の内、52%は独自の持続可能性報告書を公布して

いる。 

中国においては持続可能性報告書の歴史はそれほど長くない。とはいえ、最则の報告書

は 1999年に遡る。率先したのはシェル（中国）が公布した持続可能性報告書であった。数

年後、中国石油天然ガス集団、フォード（中国）、宝鋼、中国平安、東芝（中国）、江西移

動も相次いでこのグループに参加した。2006年、国家電網は企業の社会的責任報告書と銘

打った内資企業则の持続可能性報告書を公布した。その後、主として国有企業による持続

可能性報告書の発行数が急激に増加し、同年では 18 部の報告書が公布された。2007 年に

入っても持続可能性報告書の数は依然として勢いが保たれたまま増大しており、前年同期

を遥かに超えると予想されている。 

 調査によれば、中国における持続可能性報告書作成の推進要因は企業イメージの向上、

政府政策の支持、企業経営者の意識と世論の圧力の順に続いている。公衆、消費者、非政

府組織および社会コミュニティが持続可能性報告書に与える影響力は、まだ小さいものに

とどまっている。企業は、持続可能性報告書の発行を通じて企業イメージの向上、企業と

外部の交流、企業の社会的責任の履行、外国投資の誘致、リスク管理能力と企業管理パフ

ォーマンスの向上などを強化することができる。しかし、優秀な従業員の引き寄せ、企業

の創造・革新の推進に関しては、持続可能性報告書はそれほど機能していない。中国にお

ける持続可能性報告書の発展にとっての主な障碍は、報告書に対する企業経営陣の認識が
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不足していること、利害関係者がその開示を求めないことなどをあげることができる。 

 すでに公布されている持続可能性報告書の大半は、GRIが制定した持続可能性報告書ガイ

ドラインおよびトリプル・ボトムライン（三重の決算）3原則に基づいて、経済、社会と環

境の視点から企業の関連戦略、政策、経営管理とパフォーマンスについて開示を行なって

いる。SustainAbility 社の方法を用いて中国の持続可能性報告書を評価した結果、パフォ

ーマンスの記述、企業ガバナンスと戦略に関する記述は比較的良好で、経営管理に関する

記述は相対的に弱く、情報の取得や報告の審査評価に関してはまだ十分ではないことがわ

かった。このほか、重度汚染企業と中度汚染企業の報告書は比較的よくできており、軽度

汚染企業の報告書はごく一般的なものにとどまっていて、B2C企業のそれより B2B企業の報

告書の質のほうが高いことがわかった。 

 中国における持続可能性報告書は今後次第に増加するであろう。国有企業と民営企業は

それぞれ大いに腕を振るい、外資企業も“中国式”という折衷案を取り入れて報告書を発

行することになるであろう。今後は、GRIの第 3版のガイドライン（G3）が報告書作成の主

要なフレームワークになっていくであろうが、多くの企業はそのすべての指標を応用する

のは困難であるため、一部の企業ではG3をベースにして新たな指標を模索していくことに

なるであろう。持続可能性報告書の成長に伴い、審査評価など報告書に関連するサービス

事業は、より大きな発展空間を獲得することができるであろう。 

 今後、中国における持続可能性報告書のポイントは、“報告書止まり”という束縛から脱

却して報告書の内容を实際の活動に転化し、企業管理システムの改革に生かしていくこと

である。このことは、企業が報告書作成の過程においてビジネス・バリューを発見するこ

とにも有利である。また、企業は報告書を媒体として利害関係者との交流を促進していか

なければならない。利害関係者は報告書が開示した価値のある情報を十分に発掘し、かつ

有効に利用して企業価値に影響を与えるように学習していかなければならない。こうして、

“正確な作成と有効な利用”という良い循環を作り出すことが可能となるであろう。 

 

１ 持続可能性報告書の概観 

 

１－１ 財務報告書から持続可能性報告書まで 

 

企業年報は企業（特に上場企業）が投資家に向けて情報を開示する重要な手段である。

投資家は企業年報を通じて、企業の経営状況を知り正確な投資決定を行なうことができる。

企業年報には通常定まった形式があり、国によって異なる規定がある。そのうち、財務報

                                                   
3「トリプル･ボトムライン」とは企業活動を「経済」のみならず、「環境」・「社会」を含めた視点から捉え

て評価するという考え方である。この考え方は、英国のサステナビリティー社（環境コンサルティング会

社）のジョン・エルキントン氏によって 1997年则めて提唱された。GRI（グローバル・レポーティング・

イニシアティブ）の報告書ガイドラインも、この「トリプル・ボトムライン」の考え方に沿って構成され

ている。（訳注） 
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告書は投資家の利害と直接関連しているため、常に企業年報の内容の中心をなしている。

そのような訳で、企業年報と企業の財務報告書とがしばしば混同されている。 

20世紀の 80年末から 90年代の则頭、先進国における企業はますます環境問題の圧力に

直面するようになり、政府は法律法規を制定して環境に関する必要な情報を開示するよう

企業に求め、投資家も企業の環境上のパフォーマンスが自らの投資収益に影響を与えるこ

とを認識し始めた。そのとき以来、投資家の要求に応えるべく環境情報が企業年報に現れ

出したのである。環境情報の比重は時とともに次第に増大し、その内容も企業のその他非

財務的活動までに及んでいる。その後、一部の企業は思い切って独立した報告をまとめ、

より系統的により詳細に企業の環境業績を開示するようになった。これが、現在われわれ

が熟知している企業環境報告書である。統計によれば、1998年まで、フォーチュン誌のラ

ンキングによるグローバル企業の上位 250社（G250）企業のうち 35%は独立した環境報告

書を発行し4、日本においては 2000 年までで、430 社の企業が独立した環境報告書を発行

している5。 

当時、企業は環境報告書以外にも他の名称で非財務報告書を公布していた。たとえば、

エネルギー、化学工業企業は報告書の名前を企業環境・健康と安全報告書（EHS報告書）

と名づけ、企業の環境保護、仕事上の健康や生産上の安全の实績に関する情報を開示して

いた。さらに、一部の企業は、報告書を企業の社会報告書と名づけ、企業経営の社会発展

に対する影響を紹介するものとしていた6。KPMGの 2002年の統計によれば、環境報告書、

あるいは環境・健康・安全報告書のような名称を利用する企業は、報告書を発行している

G250の 73%を占めており、社会報告書という名称を利用する企業はわずか 3%に過ぎなか

った7。 

世紀の転換点のころから、企業の非財務報告書の名称と内容には再び重大な変化が生じ

るようになった。この変化は企業市民と企業の社会的責任の理念の急速な発展を背景とし

たものであった。報告書を企業市民報告書の名称に変える企業もあれば、企業の社会的責

任報告書に変える企業もあった。報告書の内容は、卖一の環境情報や社会情報から、両者

の統合あるいは企業の経済業績の内容を加えるものに変化した。報告書の働きは、元来投

資家のみに環境情報を提供するものから、すべての利害関係者に関連情報を開示するもの

                                                   
4 このデータは KPMGが 2005年に発表したóKPMG International Survey of Corporate Responsibility 

Reporting 2005óから抜粋したものである。この報告は 1993年から始められ、三年に一回の割合で行なわ

れている。2005年度は第五回目の調査となっており、内容は世界の 1600あまりのリーディング・カンパ

ニーの CSR報告書に及んでいる。そのうち、世界トップ 500企業の中で 250社が含まれており、16カ国

におけるトップ 100の企業が参加している。このレポートで定義された CSR報告書は広義の持続可能性報

告書であって、環境報告書、社会的責任報告書、環境健康と安全報告書、持続可能性報告書および財務と

非財務情報を統合した企業年報などさまざまな形の報告書が含まれている。これらの報告書は持続可能な

発展における経済、環境、社会業績の一部あるいはいくつかの側面を反映しているものである。 
5 GOTO（2002）、日本企業の環境報告書、UNEP産業と環境、25(1)2002。 
6 研究によれば、企業の社会報告書は環境報告書よりも早く世に問われていた。企業の社会報告書は 20世

紀の 70年代にドイツに生まれ、当時のドイツ労働組合連盟（DGB）がその発展を推進していたが、この

制度がその後も継続されることはなかった。 
7 KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005． 
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へと進化した。この時期に企業の持続可能性報告書が生まれ、企業に対して、経済、社会

と環境の三つの側面から非財務情報を開示するように奨励するものとなった。この名称は

1997年に設立された GRIが提案したものである。GRIは 2000年に持続可能性報告書ガイ

ドラインの第１版を発行し、世界中に展開した。2002年にはそれの第 2版が発行され、よ

り多くの大手企業に支持されるようになった。これらの大手企業は次から次へと非財務報

告書の名称を持続可能性報告書に変更した。こうして、複雑な非財務報告書の中で持続可

能性報告書がひときわ抜きん出るようになり、支配的な地位を占めるようになった。2005

年現在、非財務報告書を公布している G250の内、68%は持続可能性報告書を報告書の名称

として使用している8。 

報告書の名称と報告書の内容とは实質的な関係を持たない。企業は質の高い非財務情報

を公開し、利害関係者の要求を満たしていれば、名称はそれほど重要ではない。したがっ

て、本研究においては、それぞれの名称の非財務報告書を区別せず、記述上の便宜で持続

可能性報告書に統一することとする。 

 

資料 1 持続可能性報告書の定義 

持続可能性報告書は、内部や外部の利害関係者に向けて企業が公布する、企業の経済、

環境と社会に関する現状の認識と活動の報告である。――WBCSD92002 

持続可能性報告書は、企業財務・経済、社会・倫理と環境業績をバランスよく配慮した

定量的および定性的な情報に関する報告書である。――KPMG2002 

持続可能性報告書は、持続可能な発展を目標として、機関の業績を計算して開示し、機

関の内外の利害関係者に対して責任を表明するものである。――GRI2006 

持続可能性報告書は、企業が用意した当該企業の持続可能な発展に関する一連の情報で

あって、一般に対外発行あるいは内部使用が可能なものである。――AccountAbility2003 

（出所：WBCSD、KPMG、GRI、AccountAbility） 

 

１－２ 持続可能性報告書のビジネス・バリュー 

 

持続可能性報告書が注目をあびるようになった重要な理由の一つは、そのビジネス・バ

リューがますます具体的に明らかになってきたからである。投資家にとっての、持続可能

性報告書の重要性は二つの側面において表われしている。まず、企業の環境業績と社会業

績は社会分析と環境分析にとって重要な基礎である。現在、財務情報開示のみでは企業の

経営活動で生じうるリスク、負債や収益の状況を全面的に反映できないため、企業の環境

業績と社会業績に関する情報の取得可能性が投資決定の成否にかかわる要因となっている。

                                                   
8 出所：同前掲レポート。 
9 The World Business Council for Sustainable Development［略］WBCSD持続可能な開発のための世界

経済人会議。（訳注） 
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次に、投資家は次第に、企業が環境リスクと社会リスクの開示を約束することおよびそこ

で行なわれる努力を、企業におけるガバナンス強化、透明度を高める重要な指標として見

なしているということである。 

 同時に、持続可能性報告書は企業内部に管理上の効果と利益をもたらすこともできる。

第一に、報告書作成の過程において、企業はすでに行なった持続可能な発展のための努力

及び成果と効果に関する情報を再整理することができる。こうして情報の戦略的な価値が

体現される。第二に、報告書は、企業が改善の目標と方向を見出すことに手助けをするこ

とができる。第三に、持続可能性報告書は企業が利害関係者と交流することに関してその

他の形式より有効である。質の高い報告書は利害関係者に対して、企業の環境、社会責任

及びリスクをコントロールする能力を全面的に示すことができ、財務リスクをコントロー

ルする能力をも証明できる。 

 

企業は報告書の編成を通じて持続可能な発展における業績のベンチマークを見出すこと

ができる。それをさらに同業他社と比較すれば、企業は自社の当該産業における位置及び

改善の方向を見つけることができるだろう。――周衛東 BSR（中国）10  

 

１－３持続可能性報告書の国際的趨勢 

 

 KPMGが 1993年から 2005年にかけて 5回にわたって行なった調査結果は、持続可能性

                                                   
10 Business for Social Responsibility（China）．（訳注） 
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報告書が年々増加しており、とくに 2002年以降顕著な増加傾向をみせていることを示して

いる。2002 年、G250 の大手企業のうち、独立した持続可能性報告書を公布しているのは

わずか 45％のみであった。2005 年、同比率は 52%までに上昇し、非財務情報を含む企業

年報を入れると、64%に達している。GRI の統計もこの趨勢を实証している。GRI ガイド

ラインに基づいて持続可能性報告書を編成する企業は、2002年の 150社から 2005年の 750

社に急速に増加している。 

 産業別にみると、環境に多くかかわる産業企業は報告書の公布企業の先頭に立っている。

G250の大手企業のうち、80%以上の報告書は電子、コンピューター、電力、自動車、石油

や天然ガス企業が発行したものである。16 カ国11の上位 100 社企業のうち、50%以上の報

告書は電力、鉱工業、化学工業、原油天然ガス、林業とパルプ産業におけるものである。

金融業が公布した報告書は、2002年基準では倍になっており、金融業の持続可能性情報の

開示に対する熱意を表している。 

国別で見れば、独立した持続可能性報告書を最も多く公布したのは日本とイギリスであ

り、伸び率がもっとも速い国は单アフリカ、イタリア、スペイン、カナダとフランスであ

る。日本を除くアジア地域においては、持続可能性報告書が総じて遅れているが、成長傾

向は確認できる。そのなかでは、韓国の成長が最も顕著で、インド、シンガポール、タイ

等の成長は緩やかである。 

 

２ 中国における持続可能性報告書の現状 

 

２－１ 報告書一覧 

 

 中国における持続可能性報告書の歴史はそれほど長くない。最则の報告書は、1999年に

シェル(中国)が他に先がけて公布した持続可能性報告書である。次に 2001年、中国石油天

然ガス集団（CNPC）が企業健康安全環境報告書を公布した。12その後、フォード(中国)、

宝鋼株式会社、中国平安、東芝中国、江西移動も相次いで報告書を公布した。しかし、報

告書の名称はそれぞれ異なっている。フォード（中国）と中国平安の報告書は企業市民報

告書、宝鋼株式会社は企業環境報告書、東芝中国は企業の社会的責任報告書、江西移動は

企業責任報告書である。2005年末まで、中国で報告書を公布した企業はわずか 7社に過ぎ

ず、非常に尐ないものであったため、マーケットにおいて大きな反響は引き起こさなかっ

た。 

 2006年 3月、国家電網は内資企業として则めて企業の社会的責任報告書を持続可能性報

                                                   
11 16カ国には、以下の国が含まれる：オーストラリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、

フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、单アフリカ、スペイン、スウェーデン、英

国、米国。KPMG（2005）より。（訳注） 
12 当時健康安全環境報告書を公布した企業は一社ではないという見方もあるが、本報告は公開された入手

できる資料に基づいて判断する。 
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告書と名づけて公布し、中央政府の評価を受けている。これを契機にして、報告書に関す

る変化が生じた。さまざまな持続可能性報告書が、雤後の竹の子のように次々と現れ、年

間 18部の報告書が公布され、これまでの報告書の総数に相当する数にのぼった。このうち、

国家電網、中国アルミ、中国移動、中海油（CNOOC）、中遠集団など国有大型企業を含む

12社の企業は则めて報告書を公布した。このためマスコミは、2006年を中国の持続可能性

報告書元年と呼んでいる。 

 報告書が急速に普及した原因は多岐にわたる。外部環境から見ると、以下の二つの要因

が最も重要であると思われる。まず、企業の社会的責任に関する議論が中国において急速

に展開されていることである。数年にわたる広範な議論を経て、国内外の関係者のうち特

に政府と企業は、社会的責任の理念をより深く認識し、企業の社会的責任に積極的に対処

するようになっている。マスコミも座談会やランキング付けを通じて企業の社会的責任の

普及を後押ししている。それゆえ、ますます多くの企業が社会的責任に対して注目し始め

ている。一部の企業は持続可能性報告書を発行して、そのことを通じて当該企業の社会的

責任と持続可能な発展における努力を示そうとしている。次に、国有企業の模範効果とい

うべき要因をあげることができる。2004年、国有資産管理委員会研究审は清華大学建設管

理学部と共同研究を行い、中国における持続可能性報告書に関する研究調査を行なった。

2006年则頭、商務部研究院の多国籍企業研究センターは「中国における企業の責任報告書

編成要綱（草案）」を提案した。これらの研究は国有企業に大きな影響を与えた。13それに

加えて、当時国有企業では社会的責任に対する熱意が高まっており、創造・革新の精神を

持つ一部の国有企業は果敢な試みを行なっている。これらの報告書は、大きな反響を呼び

起こした。とくに国家電網の報告書は中央政府の高い評価を得ている。温家宝総理は、そ

の報告書を高く評価しながら、企業は社会に対して責任を負わなければならず、自覚的に

                                                   
13 中国アルミ社は、「持続可能性報告書 2005」のなかで、以下のように明確に注記している。国有資産管

理委員会研究审と清華大学建設管理学部との共同研究チームは、最も応用性のある GRI指数システムに基

づいて中国の国情に合わせて新しい持続可能性発展指数システムを確立した。われわれの報告書は、この

新しい指数システムに従い、自社の業務に対して実観的に評価した上で編成したものである。 
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社会からの監督を受け入れなければならない、と指摘している。国有資産管理委員会の李

栄融主任や電力監督委員会の柴松岳主席も当該報告書に高い評価を与えた。中央政府の評

価と世論の支持によって、国有企業の模範効果がよりいっそう強化された。このような背

景の下で、2006年下半期には中海油、中遠集団も相次いで報告書を公布した。 

 2007年に入っても、中国における持続可能性報告書に対する熱意は依然として増勢が保

たれたままである。2007年 1月、中国移動は国内の通信業界の先陣をきって持続可能性報

告書を発行した。同じ時期に国家電網は 2本目の年度報告書を公布し、HP中国は自社の最

则の報告書を公布した。2 月、西子連合は社会的責任報告を公布した则の民営企業となり、

CNPCは则の社会的責任報告書を公布した。その後、神龍自動車、中化国際（2本目の報告

書）、建設銀行の報告書と続く。2007 年 5 月時点で、中国で公布された持続可能性報告書

は 13部に達しており、前年同期の数をすでに超えている。 

 報告書の名称に関して言えば、13 企業は企業の社会的責任報告書（あるいは企業責任報
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告書）とし、公布企業の半数を占めている。9社は持続可能性報告書を使用し、残りの 3社

は企業市民報告書、1社は企業環境報告書と名づけている。 

 報告書を公布している企業はさまざまな産業に分布し、特定分野への集中度はそれほど

高くない。総じていえば、その多くは工業企業である。たとえば、家電メーカー、エネル

ギー、冶金、自動車などである。若干の企業はサービス産業に属しているが、そのすべて

は金融企業である。この状況は前述した KMPGの調査結果におおむね一致している。 

 企業の所有形態別で見ると、国有企業は 17社で大半を占めており、外資企業は 8社で続

き、民営企業はわずか 1社にとどまっている。1999年から 2005年にかけては、外資系企

業が中国における持続可能性報告書の主体であったが、2006年以降は国有企業は新生勢力

として表れ、これまでの局面を変えたと言うことができる。 

 

２－２ 報告書の内容のフレームワーク 

 

 近年、中国で公布された持続可能性報告書の殆どは、GRI が制定した持続可能性報告書

ガイドラインおよびトリプル・ボトムラインにしたがって、経済、社会と環境の三つの側

面から企業の関連戦略、政策、管理と業績を開示している。 

その中で GRIガイドラインを応用あるいは参考したと明記している企業は、中遠集団、

中国移動、神龍自動車、江西移動、中国石油、中国アルミ、宝鋼株式会社、マイクロソフ

ト（中国）、東芝（中国）、ソニー（中国）、富士ゼロックス（深圳）、アメリカアルミなど

である。これらの報告書のうち、一部は GRIガイドラインに厳格に依拠して、経済、社会、

環境の三つの側面から情報開示を行なっている。たとえば、中遠集団及び子会社の中遠集

運がそうである。一部の報告書は、GRI ガイドラインを参考にし編成過程においてそれを

適度に調整したものもある。たとえば、中国石油は報告書を四つの部分に分けている。１）

持続的で安定したエネルギー供給、２）安全で清潔な生産運営、３）従業員の成長の促進、
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４）社会的公益活動の支持。中国移動や中国石油のように、付録に GRIガイドラインの指

標索引を添付する報告書もある。 

 一部尐数の企業は積極的に創造・革新を行い、構造や方法において突破を図っている。

代表として国家電網がある。国家電網は中国と当該企業の实情に立脚して、企業と利害関

係者の視点から国家電網の社会的責任理論モデルを確立した。それは、企業の社会的責任

を 12項目に分けて整理し、社会的責任を履行するための学習や創造・革新、持続可能な発

展のメカニズムを述べ、国有独資企業の社会的責任報告書の形式に関して積極的に模索し

ている姿勢を示しているものである。 

 報告書の内容はおもに企業の持続可能な発展をめぐって記述されている。それには企業

の持続可能な発展戦略、価値観、環境・健康・安全管理システム、公益慈善活動などの内

容が含まれる。一部の報告書は企業ガバナンス構造、利害関係者の参加などの情報も公開

している。この点の内容は、第 3 章の報告書の評価についての検討箇所で詳しく見ていく

こととする。 

 

資料 2 GRI 

GRI（Global Reporting Initiative）は、1997年にアメリカの NGO「環境に責任をもつ

経済連合」(CERES: Coalition for Environmentally Responsible Economies)が、国連環境

計画（UNEP）と提携して設立したものである。その目標は、世界中の持続可能な発展に

関する情報開示の制度を確立し推進することで、グローバルに適用可能な持続可能性報告

書のガイドラインを制定し普及することである。こうして、企業は経済、環境と社会の三

つの側面において獲得した業績をより高度に開示することができ、持続可能性報告書の質、

正確性と实用性を高めることもできる。2002年、GRIは正式に独立した国際機関となり、

国連との提携による「国連環境計画（ＵＮＥＰ）研究協力センター」として機能している。 

GRI は 2000 年、2002 年と 2006 年にそれぞれ「持続可能性報告書ガイドライン」を公

布した。ガイドラインの機能として、１）さまざまな組織機関に一般に認められる、持続

可能な発展に関する業績情報を開示するフレームワークを確立すること。２）異なる規模、

業種と地域の組織に適用できること。３）異なる組織が持続可能性報告書を編成する過程

で生じた实際問題をガイドラインに取り入れること。４）すべての業種に適用可能である

と同時に、特殊な業種にも合致する持続可能性報告書のフレームワークが含まれること。 

出所：GRI 

 

２－３ 推進要因 

 

 われわれは、企業が持続可能性報告書を公布する推進要因を社会的推進力、市場的推進

力、政治的推進力と管理上の推進力の四つに分類した。アンケート調査の結果、社会的推

進力は中国における持続可能性報告書を公布する最も大きな推進力であって、市場的推進
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力、政治的推進力と管理的推進力がこれに続いている。 

 四つの推進力をさらに細分化すると、15項目の具体的な要素が派生してくる。そのうち、

最も中心的な推進要因は企業イメージであって、政府政策の支持、企業経営者の意識と世

論の圧力がこれに続いている。一方、公衆意識、消費者圧力、NPOの圧力、社会コミュニ

ティの影響は最下位の四つの要素に位置付けされている。このことは、現在の中国におけ

る持続可能な報告書の公布はおもに自社の発展の实現に向けて、経営者の企業の社会的責

任に対する認識、政府・世論に対しても責任を負うという視点から行なわれていることを

示している。消費者や社会コミュニティなどその他の利害関係者は、まだ企業の報告書へ

の十分な圧力の形成者にはなっていないと言える。 

 

2006 年 9 月、わが社は企業責任報告書の編成を決定した。当则報告書の編成を通じて、

中国移動は担うべき企業の社会的責任の能力を系統的に高めることを目指した。報告書を

公布した後、われわれはそれを企業の管理プロセスに取り入れることを計画し始めた。―

―葛  （中国移動戦略部企業計画） 

  

われわれは現在と将来の推進要因について比較研究を行ない、推進要因に一定の安定性

があることを見出した。将来の予測可能な期間内で言えば、企業イメージ、政府政策の支

持など五つの大きな要因は依然として企業が持続可能性報告書を公布する重要な推進要因

となろう。一方、法律法規の遵守は 8位から 6位に上昇し、公衆意識は 11位から 7位まで

上昇している。これは将来的に公衆意識が次第に覚醒して企業に対してより大きなプレシ

ャーを形成し、同時に法律法規もますます完備されていくであろうことを示している。 

 将来的な創造・革新の要求は現在の 10位から 15位へと低下し、2005年 KPMGの調査
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結果と大きくかけ離れていることに注意しておきたい。KPMGの調査によると、(調査サン

プルの)半数以上の企業は創造・革新が学習要因やモラル要因と並列して 2位に位置づけら

れ、企業が報告書を公布するおもな推進力であると考えられている。われわれの調査と

KPMG の調査結果の違いは以下の要因によると考えられる。われわれの調査における多く

のアンケート回答者は報告書を公布すること自体が創造・革新であるため、報告書の公布

とともにその創造・革新の意義がなくなると考えているからである。实際、ここでいう創

造・革新は、企業が環境問題と社会問題を管理する過程において、利害関係者との交流の

重要な手段として持続可能性報告書を求めていることの現われであって、企業が報告書の

機能と内容に対して深く理解していることの現われでもある。したがって、創造・革新は

企業が報告書を公布し続ける原動力になるはずである。 

 多くのアンケート回答者は、企業の所有形態、業種、地域などの要因も企業の報告書の

推進力に影響を及ぼすと強調している。しかし、現在公布されている報告書の数がまだ限

られており、かつ特徴も似たり寄ったりであるため、その相関性については更なる研究が

必要とされるだろう。 

 

２－４ 報告書の役割 

企業は、持続可能性報告書の公布によって一定の潜在的な収益を獲得することを期待で

きる。その中で最も重要なことは社会における企業イメージの向上である。企業自身にし

ても企業の利害関係者にしても、これについてはコンセンサスが得られている。このため、

一部の企業は社会的責任報告書の作成・公布を PRの事務範疇に分類している。企業は企業

の社会的責任報告書を通じて外部との交流を強化することができる。これは、企業が報告

書の編成過程において主要な利害関係者の発言に耳を傾けなければならないからである。

報告書の完成後、企業はそれを必要とする機関に伝達しなければならない。たとえば、監
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 

企業の社会的イメージの向上 

外部との情報交流の強化 

社会的責任の履行を刺激すること 

外資誘致 

リスク管理能力の向上 

管理業績の向上 

優秀な従業員の引き寄せ 
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督管理機関、マスコミ、NPOなどである。これらのプロセスを踏むことによってはじめて、

企業は外部との交流がよりスムーズなものになるに違いにない。このほか、企業の社会的

責任報告書は、企業の社会的責任の履行を刺激し、外資の誘致、リスク管理能力や企業管

理パフォーマンスを向上させることができる。しかし、多くのアンケート回答者は、報告

書は優秀な従業員の引き寄せ、企業の創造・革新の促進においては未だ大きな役割を果た

してはいないと考えている。 

 

２－５ 障碍要因 

 

 現在、企業が持続可能性報告書を公布するときのもっとも大きな障害は、企業の経営者

の認識不足（39%）、利害関係者から開示要求がないこと（31%）、法律規定の不在や教育訓

練及び外部サポートの不十分性（それぞれ 15%）などがあげられている。報告書の編成コ

ストは基本的に障害になっていない。上位二つの要因の合計が 70%を占めていることから、

社会・経済発展の現段階では、持続可能な発展に関すトリプル・ボトムライン原則につい

て企業の認識が不足しており、多くの企業では経済業績、環境業績と社会業績の均衡成長

の理念が確立されていないことが示されている。したがって、企業にとってあるべき、持

続可能な発展の管理と情報開示のメカニズムは未確立、あるいは未完備の状況である。同

時に、利害関係者だけでなく現在の法律も企業に対して持続可能性報告を厳格に求めてい

ない。そのため、企業経営者に圧力を与えることができず、その認識不足を一層容認する

結果となっている。 

 

 实際、報告書の編成過程においては、多くの企業はデータ収集で困難に陥っている。関

連統計が欠けたり、異なる部門が提供するデータが一致しなかったりする。この問題を解

決するために、企業はつねに部門間の協調を求めなければならず、これ自体労力を要する

ことである。現在、中国の企業では、この問題を解決する健全なメカニズムがまだ確立さ

 

 ⌐⅔↑╢ ⌂ ─  
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れていないのである。 

 

多くの中国企業にとって、持続可能性報告書の公布は则めてのことである。報告書編成

の過程においては、つねにデータの収集と協調の促進にかかわる困難にぶつかる。これが

報告書編成の時間コストを増大させる。――王勇（DNV14企業リスク管理と持続可能な発

展サービス部） 

 

３ 中国における持続可能性報告書の評価 

 

 われわれは、イギリスのコンサルタント機関である SustainAbility 社の評価方法を用い

て、中国企業が公布している 20部の持続可能性報告書を逐一評価し、以下のような結論を

得た。中国企業の報告書は、業績説明、企業ガバナンスと戦略に関する説明が良くできて

いるが、管理に関する説明は相対的に弱く、情報の取得可能性や審査評価に関する説明は

未だ不十分である。 

 

 

 

 

                                                   
14 DNVは、(デット ノルスケ ベリタス エーエス(Det Norske Veritas AS))「生命・財産、環境の保護

(To safeguard life, property, and the environment)」を企業理念に掲げ、ノルウェー・オスロに本部を置

く自主独立財団として 1864年に設立された。自主独立財団とは、第三者機関（Third Party)としての公平

性・中立性を保つため、確固として一切の経済的影響（株主を持たず）・政治的影響を受けない団体である。

（訳注） 
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資料 3 SustainAbility社の報告書の評価方法 

1992年から、SustainAbility社は平均して２年一回企業の環境と持続可能性報告書に関

する調査を行なっている。1993年、SustainAbility社は则めての調査報告“Coming Clean”

を発行し、1994年、SustainAbility社はUNEPと提携して则めての基準調査報告“企業環

境報告書”を発行し、1996年、SustainAbility社は持続可能性報告書に転換し、“Engaging 

Stakeholders”を発行した。 

SustainAbility 社の報告書の評価方法は 5 回にわたって修正され、最終的に現在のよう

な四つのレベル１の指標と、29のレベル 2の指標という評価システムから成るものとなっ

ている。これまでの方法と比較して、SustainAbility社の方法は報告書の实質性を重視して

おり、企業のコアビジネスのプロセスに関する報告状況をよりよく評価することができる

ものとなっている。 

四つのレベル 1の指標とは： 

企業ガバナンスと戦略指標（レベル 2の指標 11個が含まれる）は、１）企業は自社の事

業と経済、環境と社会との関連性についていかに述べているか。２）持続可能な発展のパ

フォーマンスに対するガバナンス状況、３）持続可能な発展の企業戦略への取り入れ状況、

を評価する。 

管理指標（レベル 2 の指標 9 個が含まれる）は、１）企業は内部管理システムと持続可

能な発展の傾向との関連性をどのように述べているか、２）企業の外部利害関係者及び市

場への影響、を評価する。 

業績説明（レベル 2 の指標 4 個が含まれる）は、企業は实質的な業績についていかに解

釈し記述しているか、を評価する。 

情報の取得可能性と審査評価（レベル 2 の指標 4 個が含まれる）は、企業は、主要読者

の要求を満たすためにいかに報告書の設計を行っているかを評価する。これには、報告書

の情報に対していかにして読者に確信を持たせるかということが含まれる。 

出所：SustainAbility 

 

３－１ 戦略と政策 

 

中国の持続可能性報告書は、戦略と政策レベルにおいてはすでに明瞭な開示を行なって

いる。これは以下のいくつかの側面において表われている。 

 （１）企業の最高経営者の緒言 

 伝統的な企業年報と同様国内企業の持続可能性報告書も例外なく最高経営者の緒言もし

くは声明を付している。それは、取締役会会長、もしくは社長によるものである。彼らの

発言においてはつねに企業の持続可能な発展政策、戦略と決意が強調されており、企業の

持続可能な発展に関する美しい青写真が描かれている。 
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 （２）価値観、原則と政策 

 報告書は、通常冒頭で企業の持続可能な発展もしくは社会的責任に対する態度が明確に

述べられている。多くの企業はこの態度を企業戦略、企業文化と関連付けており鮮明な個

性を際立たせている。一部の内資企業は工夫を凝らし中国文化、発展戦略および企業価値

観についての関連付けを行っている。たとえば、中国移動の報告書には中国文化の大いな

る息吹きを見て取ることができる。その企業責任の価値観は“天下の至誠のため己の努力

を発揮し、他人に努力を発揮させ、モノに天分を発揮させる15”であって、中国文化の息吹

が根底に埋め込まれている。国家電網は、“人間本位”、“和諧社会”の理念を企業の社会的

責任観に取り入れている。それは中国的特色を持っており、政府の発展政策に近いもので

ある。これは外資企業の報告書にあっては比較できない部分である。 

 

 

                                                   
15 原文：ץ Ҋӊ ӊ , ֲӊ , ӊ  
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資料４ 中国企業の持続可能な発展の価値観 

国家電網：責任目標――企業の発展、社会への奉仕。責任基準――人間本位、共同成長 

中国移動：天下の至誠のため己の努力を発揮し、他人に努力を発揮させ、モノに天分を

発揮させる。 

上海浦東発展銀行：法律法規に基づいて穏健に経営活動を行なう。人間本位、価値統一、

顧実志向、徹底したサービス、節約の提唱、環境保護、真心、意欲が価値観および目標と

して設定されている。 

中海油：クリーンなエネルギーを提供し、美しい暮らしを創造する。環境を保護し積極

的に社会に奉仕する。 

フォード(中国)：われわれが行なったすべての努力はよりよく消費者に奉仕し、利害関係

者により多くのリターンをもたらし、環境改善や社会発展に貢献するためのものである。 

宝鋼株式会社：企業価値最大化の追求――株主、利用者、サプライヤー、従業員及び社

会などの利害関係者間の価値均衡および共同発展の实現。 

中石油集団：エネルギーを提供し、和諧を創造する。 

  

（３）戦略と将来性 

 多くの企業は、自社の实際状況に従い、持続可能な発展戦略に向けて具体的な努力の方

向と目標を提起している。国家電網の報告書においては、戦略目標、戦略实施、仕事に関

する考え方など異なるレベルから企業の社会的責任戦略が述べられている。 

 このほか、一部の報告書は企業の持続可能な発展や社会的責任にかかわるガバナンス構

造をも開示し、持続可能な発展戦略の实施を制度上担保するものとなっている。フォード(中

国)は、報告書の中で、企業の社会的責任委員会の設置を明確に謳っている。この委員会は、

公共事務、企業事務、業務企画と開発、人材資源、財務、マーケット販売とサービスなど

の部門の副部長からなっており、企業の社会的責任の全体的な管理を担っている。宝鋼株

式会社は 2005年度の報告書の中で、環境保護と資源使用部を新たに設置して会社の環境と

資源に関する事務を集中的に管理することを公開している。 

 総じて言えば、国内の企業は、わずか数年のうちに企業の持続可能な発展戦略や関連政

策を制定しかつ段階的に实施しており、人々を鼓舞している。このようなトップダウン式

の改革方式は国内企業の实情にあっていると言える。 

 しかし、それにもかかわらず、中国の持続可能性報告書にはガバナンスと戦略において

改善しなければならない部分が依然として残っている。そのうち重要な点は二つで、関連

問題の順序付けと、持続可能な発展が直面している問題点である。企業は、いずれについ

ても持続可能な発展にかかわるさまざまな問題を列挙し逐一分析を行っている。たとえば、

ガバナンス問題、環境管理、利害関係者間の対話などである。しかし、これらの問題に関

する整理が欠けており、企業業務に与える实質的な影響に基づいて順序付けることができ
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ていない。このように、報告書はあらゆる論点に関して言及しているものの、重要なポイ

ントが見えてこず、報告書の読み応えがなくなっている。さらに、報告書の多くは適切性

原則の応用に関して不十分であり、有利なことのみ開示して不都合なことを伏せる傾向が

ある。つまり、企業が行なった良い行動のみを報道し、企業が直面している持続可能な発

展の挑戦に関る言及は尐ない。一見賢いやり方に見えるが、そうではない。この場合企業

の利害関係者は、企業が持続可能な発展戦略を实施するのに困難がないと思い、企業業績

に対してより高く予測する可能性がある。こうして、万が一企業経営に問題が生じた場合、

企業は自ら作り出した窮地に自らが追い込まれてしまう可能性がある。实際、企業は適切

に自社の欠陥を開示することによって、逆にその後の改善に一定の余地を残すことができ、

利害関係者の予想を適切な水準に誘導するのに有利である。 

 

３－２ 管理指標 

 

 管理指標は戦略やガバナンス指標と比べると、得点が相対的に低い。多くの報告書はバ

リューチェーンの管理、政策と法規事務、学習と知的財産管理に関する説明が不十分であ

る。その原因の殆どは、企業が開示したがらないもしくは一過性の脱漏といったものでは

なく、企業がこれらの部分にかんして開示できる情報をそれほど持ち合わせておらず、話

す材料がないという状況に陥っているからである。これには理由がある。中国企業は持続

可能な発展と企業の社会的責任に触れてまだ日が浅く、近年関連政策の制定が始まったば

かりである。これらの政策は数年をかけてやっと確实に实践に移すことができるようにな

るであろう。そのさい、管理指標にかんする情報開示はより豊かになるに違いない。 

それにもかかわらず、個別の管理指標では高い値を示しているものがある。慈善事業と

社会的投資、個人業績管理や教育訓練、職場学習といった指標がそれである。 
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慈善事業と社会的投資（すなわち公益慈善活動）は、一貫して国内企業が社会的責任を

履行する主な手段となっている。それゆえ、企業はそれぞれ多くの公益慈善活動を列挙す

ることができる。同活動のうち主なものは寄付、従業員のボランティア活動である。これ

にはたとえば国家電網の“愛心ファンド”、中遠集団の“慈善ファンド”などが含まれる。

公益活動の一部は中国国有企業の特徴をよく表したものである。たとえば、中国アルミ、

中海油による貧困地域に対する援助発展プロジェクトの展開はそうである。 

このほか、企業文化、人的資源管理等企業管理思想とそのツールの導入に従って、多く

の国内企業は個人業績管理、従業員の訓練教育や職場学習について熟練した政策を持つよ

うになっており、かつそれを着实に实践に移してきている。このことは持続可能性報告書

に材料を提供し、当該指標の得点を高める要因となっている。 

 

３－３ 業績測定評価と説明 

 業績測定と説明指標は社会的責任報告書の編成の規範性、文書としての流暢さ、および

関連の業績指標の定量化やその表現の明瞭性を評価する指標である。この指標は報告書の

読み応えを決定する。 

われわれの研究結果によれば、殆どの報告書は文書の書き方と解釈においてよくできて

いることがわかった。一部の報告書はデザインや印刷において工夫を凝らし、読む前にす

でに印象深い感じを与えるものとなっている。たとえば、中国移動と中国石油天然ガス社

は、専門な PR業者に依頼して報告書を公布している。企業が選択した業績指標の多くは合

理的で、経済、社会と環境の三つの側面から業績を測定することが可能であるため、持続

可能な発展との間で大きな戦略的相関性を示すものとなっている。 

 しかし、指標を実観的かつ明確に示し得ていない企業もある。簡卖なフレーズで定性的

指標の業績を示したり、必要な環境指標さえ省く企業もある。このことは、外部が報告書

を用いて企業の持続可能な発展業績を評価する可能性に影響を与え、報告書の機能を弱め
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るおそれがある。このほか、報告書は指標の絶対値のみ（たとえば企業の汚染物排出量）

を明確に示していても、基準値との比較は行っていないものもある。報告書の利用者は絶

対値を用いては企業が業界でおかれている位置を評価することはできない。指標の絶対値

を示しながら、政府の規定している最低限度や業界平均などのような参照できる基準値を

も与えるほうが有効である。こうすれば報告書の利用者は、直感的に企業の持続可能な発

展の業績水準を理解することができるだろう。 

 中国企業の報告書は目標の制定においても更なる改善が必要である。持続可能な発展は

絶えず改善するプロセスである。それゆえ、このプロセスは、企業が持続可能な発展戦略

を实施する決意を示し公衆の監督を受けるとともに、これを受けて企業自身に努力の方向

と目標を設定させるようになる。企業は、自ら段階的な目標を設定していかなければなら

ない。しかし現在、ここまでできる企業はまだ尐ない。 

 

３－４ 情報の取得可能性と審査評価 

 報告書の取得可能性は非常に重要である。もし利害関係者が報告書を手に入れるために

労力を要するならば、企業の報告書を公布する目的――すなわち利害関係者との交流、は

達成されないだろう。中国では、持続可能性報告書の多くは企業の HP から入手でき、一

部はオンライン閲覧のみあるいはその両方が提供されている。ネットから入手できない報

告書はごく尐数である。たとえば、神龍自動車、マイクロソフト(中国)、瀋陽水力、アメリ

カアルミ（中国）など。報告書の言語も取得可能性に影響を与えうる。報告書は中国語バ

ージョンのみ提供されるならば、中国語のわからない利害関係者は直接に情報を取得する

ことができなくなる。そのため、国際業務の多い企業にとっては中国語と英語バージョン

の報告書が必要とされる。中遠集団、中国移動、国家電網、神龍自動車、宝鋼、フォード

自動車（中国）などは、すでに英語バージョンの報告書を提供しはじめている。この中で、

中国移動は香港の投資家のために特別に繁体字中国語バージョンを提供している。 
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 国内企業の社会的責任報告書は審査を申請しているのがまだ尐ない。現在、中遠集団、

東芝中国、ソニー中国などといったわずかな企業のみが独立の第三者審査を受けており、

これは報告書を公布する企業のごく小さな割合を占めているに過ぎない。独立した第三者

の評価を間接的に引用するという形を取り入れている企業もある。たとえば、国家電網、

シェル(中国)、中国移動などである。しかし間接的な引用では信頼性がやや低い。 

 報告書の基準について言えば、上で述べたとおり、報告書の多くは GRIガイドラインを

応用あるいは参考にしている。中遠集団は、GRI の第 3 版ガイドライン（G3）の公表後、

G3を応用した世界最则の企業である。一部の企業は業界の内部基準を参考しながら報告書

を作成している。中石油は GRIガイドライン以外に、「2005年 IPIECA（国際石油産業環

境保全連盟）/API（米国石油協会）の石油・ガス産業の自主的な情報開示に関する指針」

に照らして報告書を作成している。 

 報告書の承諾・政策と戦略指標は、企業が持続可能な発展にかんする情報の定期的な開

示を約束し、情報収集や報告書の編成プロセスおよび利害関係者との交流の方式を説明す

ることを求めている。これは、報告書の前後に数行の説明文を付け加えるだけで済む簡卖

なことであるにもかかわらず、完璧にできている中国の企業は非常に尐ない。その原因は、

多くの企業がこれを些細なこととしてその意義に気づいていないからである。 

 

資料 5 企業の持続可能性報告書の審査評価 

企業は持続可能性報告書の公布を通じて利害関係者との交流の強化をはかっている。こ

のような交流は相互信頼という前提条件が必要とされる。利害関係者は企業の報告書の信

頼性に疑問を抱くようだと、真剣に報告書の内容を読むこともなければ、報告書が提供す

る情報を利用して自らの意思決定と行動を判断することもないだろう。こうして、企業の

持続可能性報告書の役割は大きく損なわれる恐れがある。 

信頼性を高める方法の一つとしては、独立の第三者審査（保証）（Assurance）を求める

ことである。審査は評価の方法であって、詳細に制定された一連の原則と基準を用いて報

告書の提出企業の評価項目（たとえば、報告書、機関業績を支えるシステム、プロセスお

よびその能力）の質を評価するものである。審査は上述した評価結果の相互比較を行ない、

利用者にこれらの情報の信頼性を保証する。 

現在、第三者審査を導入している持続可能性報告書はまだ尐ないが、増加傾向を見せて

いる。KPMGの調査によれば、保証報告書が付された CSR報告書の数は、2002年の調査

から 2005 年の調査にかけて G250 企業においては 29%から 30%に増加したことがわかっ

た。審査業務を提供するのはおもに大手監査法人であって、全体 60%の割合を占め、残り

は専門の認証機関と CSRの専門機関である。 

最もよく利用される審査基準はイギリスの AccountAbility 社が指定した「AA1000 審査

基準」である。この基準はすでに中国企業の社会的責任機関ガイドライン（China CSR Map）

によって中国語に翻訳されている。 
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G3の中で、GRIは企業が報告書に対して内部統制以外の外部認証を行なうよう要請して

いる。企業が外部認証を取り入れている場合、申請する GRI応用評価に“＋”が付けられ

（たとえば、C+、B+、A＋）、識別される。 

出所：KPMG、AccountAbility、GRI 

 

３－５ 国際比較 

 

 SustainAbility社の評価方法は、スコアを 0から 4までに分けて、最も良い評価は 4、最
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も悪い評価は 0を付ける。国内企業の報告書の指標スコアは平均して 1－2.5の間であるこ

とから、改善しなければならない部分が多いことが示されている。改善できる潜在的可能

性を見出すために、われわれは、三つの業種における国内企業と海外企業16とを比較した。

その結果、国内企業は、最高経営者の緒言、価値観・原則と政策、慈善事業と社会的投資、

個人業績管理・教育訓練・職業学習などにおいて海外企業との格差が小さく、審査、持続

可能な発展の目標を实現するための挑戦、消費者及び市場からの圧力、業界の影響力、投

資家関係においては改善の余地が残されている。 

内資と外資企業の比較について言えば、日系企業の報告書は一般に他の企業より優れて

いることがわかった。日系企業は報告書を編成するさい基本的に“中国式”を採用してい

る。この“中国式”は二つの含意を持っている。一つは、企業の持続可能性報告書を英語

版から中国語版に翻訳することである。もう一方は、中国での企業運営状況に基づいて中

国的要素（たとえば、ケーススタディ、データ）を付け加えて補足することである。日系

企業はこの二点において非常に精細で厳格な作業を行っており、些細な部分にも十分な注

意を払っているという点で報告書の質の高さが際立つものとなっている。この方法は他の

合弁企業や外資企業に考え方の模範を提供している。 

 

われわれは、多国籍企業が中国で報告書を公布するさい“中国式”戦略を取り入れるこ

とを勧めている。これは法律、会計データなどの統計基準のテクニカル問題にとって非常

に良い解決策になるからである。 王志楽（商務部研究院多国籍企業研究センター） 

 

資料 6 日系企業の持続可能性報告書 

日本企業の持続可能性報告書は企業の環境報告書に由来する。20世紀の 90年代半ば、多

くの日本企業は続々と ISO14001 認証を獲得し、環境管理と環境に関する文書記録の作成

                                                   
16 SustainAbility社の「Tomorrowõs Value」報告書におけるランキングの中で三つの特定業種から最上位

企業を選抜。 
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において迅速な成長を達成した。政府が公布している関連規範やNGOからの推進圧力を受

けて、日本企業の環境報告書の成長が加速化された。2001 年、2644 社の上場企業のうち

579社が環境報告書を発行している。 

 GRI ガイドライン 2002 年版の公布は日本企業に大きな影響を与えた。GRI ガイドライ

ンの日本での応用を推進するため、日本では 2002 年 GRI フォーラムが設立された。それ

ゆえ、日本は GRIガイドラインを応用する企業の最も多い国となっている。 

 日本企業の多くは、GRI ガイドラインに基づいて持続可能性報告書を作成し、政策、管

理および業績の視点から企業の経済、社会と環境における総合的成果を示している。環境

報告書は日本企業の報告書において最も内容豊富な部分であって、大量のデータと明確な

発展目標が示されている。そこから、ISO14001基準が日本企業の環境管理に大きな影響を

与えていることが伺える。 

 中国にある日系企業は、早い段階において持続可能性報告書を公布する外資系企業のひ

とつとなっている。統計によれば、現在東芝中国、ソニー中国、富士ゼロックス（深圳）、

オムロン中国などの日系企業が報告書を公布している。富士ゼロックス（中国）はまた日

本語版の報告書を中国語に翻訳している。 

 日系企業は、本社の日本語版報告書に基づいて、主な内容を中国語に翻訳しそれにロー

カルな事例を付け加えて完成させている。このような編成方法は、日系企業の独創ではな

く、その他の外資企業も利用しているものである。日系企業が多くの外資企業の中から抜

きん出ているのは、報告書の編成が非常に真剣にかつ周到に注意を払って行なわれている

からである。こうして、些細な点への目配りからも、日系企業は中国の利害関係者と交流

する誠意を表していると言える。 

報告書の政策を見ると、多くの日系企業は報告書の冒頭あるいは最後に報告書の公布政

策、報告書編成のフレームワークとガイドラインおよび方法、対象期間、データ範囲を明

確に説明する文書を付けている。一部の報告書は、前期、当期および次期の報告書の発行

時期をも記入している。東芝中国の報告書には中国の第三者意見が付されている。このよ

うな些細な点にわたっての記述こそ、日系企業の報告書を際立たせている要因となってい

るものである。 

出所：台湾永続発展協会、東芝中国、ソニー中国、富士中国 

 

３－６ 環境の圧力、クライアント構造の報告書への影響 

 

（１）環境圧力の報告書への影響 

 汚染程度に基づいて中国企業は重度汚染、中度汚染、軽度汚染に分けられる17。この三種

類の企業の報告書の測定指標を比較すると、重度汚染と中度汚染企業の報告書はよりよく

                                                   
17 重度汚染企業は、国家環境保護局が 2003年に通達した「上場および再融資を申請する企業に対する環

境保護審査の通知」環発〔2003〕101号に基づいて分類されている。 
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編成されているが、軽度汚染企業はごくありふれたレベルでしか作成されていないことが

わかる。このことは、企業の報告書に対するスタンスは環境問題からの圧力に大きく関連

していることを示している。環境からの圧力が大きいほど、企業は報告書を重視するよう

になっていく。報告書の内容から見ると、軽度汚染企業は重度、中度汚染企業と比較して、

ガバナンス、戦略と管理において明らかに弱い。軽度汚染企業の多くは環境保護との関係

を軽視し、業務と持続可能な発展との間の緊密な関係を見出せず、实際何の行動も实行し

ていないため、提供できる情報が必然的に尐なくなっていることが考えられる。これは、

ある程度、内資企業の持続可能な発展に対する理解がまだ狭いものにとどまっていること

を物語っている。 

 

（２）顧実構造の報告書への影響 

 ビジネスモデル（B2C/ B2B）18は企業の行為に一定の影響を与えるため、持続可能性報

告書にも影響を与えずにはおかない。企業は、その意思決定においてはかなりの程度顧実

の要求を考慮しなければならない。B2B企業の顧実は法人、B2C企業の顧実は個人消費者

である。 

 B2B企業の報告書は一般にB2C企業のそれより質が高いことが両者の比較を通じてわか

った。たとえばそれは、より明確なガバナンス構造と戦略、より詳しい報告書の業績説明

などに表れている。つまり、企業は報告書を公布するさいに、投資家のようなパートナー

には着目しているものの、消費者はそれほど重視していないということが言える。このよ

うな選好は最終的に報告書の内容に反映している。海外企業の場合はそれとは対照的で、

B2C 企業の報告書の質がより高い。一般消費者が顧実であるため、質の高い持続可能性報

告書を公布することによって顧実と交流ができ、責任のあるブランドイメージを確立する

                                                   
18 B2B企業は機関（とくに企業）を主な顧実とする企業を指し、B2C企業は個人消費者を主な顧実とする

企業を指す。 
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ことができる。現在、中国では国内における責任のある消費環境が未だ形成されておらず、

消費者が責任のある企業ブランドイメージに対してそれほど大きな関心を払ってはいない、

という实情の下に置かれている。 

 

 しかし、管理指標をより詳細に比較すると、異なる発見が得られる。B2C 企業は、B2B

と違って、消費者および市場の影響力、利害関係者の参加の点において高いスコアを獲得

している。これは、企業が情報開示のさい、目標を設定し、適切な情報を適切な利用者に

向けて公開していることを物語っている。 

 

４ 持続可能性報告書の編成 

 

４－１ 報告書は編成で立ち止ってはならない 

 

 持続可能性報告書の編成は、戦略のグレードアップ・プロセスである。持続可能な発展

を企業の発展戦略に取り入れることはすでに必然的な趨勢になってきており、持続可能性

報告書の編成は自社の持続可能な発展の業績をより一層理解し、展開中の関連活動を系統

的に整理することができ、持続可能な発展を企業のコア戦略と緊密にリンクさせることが

できるものである。GRI は G3 の中で以下のように明確に指摘している。“(報告書は)卖な

る印刷物あるいはネット上のレポートではなく、組織全体の発展プロセスにあわせ、戦略

の制定に協力し、行動綱領を推進し、成果を検討”するためのものであるべきである。2006

年、イギリスの SustainAbility 社の研究報告「明日の価値」においても同様の観点が強調

されている。その研究報告は企業の報告書のランキング付けに関して、報告書の内容が企

業の経営管理に取り入れられているか否かについて注意を払っている。 

 総じて言えば、企業は報告書の編成の地点で立ち止まるならば、その成果はきれいに印

刷された報告書にすぎない。企業は報告書の編成がビジネスチャンスの再発見、企業戦略
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の再構築の過程であると認識して则めて報告書の意義が具現化され、その成果も報告書そ

のものを超えるものとなるであろう。 

 現在、中国企業の持続可能性報告書はまだ発展の则期段階にある。すでに報告書を公布

している企業にとって、持続可能性報告書の発行は依然として新たな挑戦であって、経験

が不足しており、参考になる先例も多くはない。持続可能性報告書を企業管理とリンクし

ている企業はまだ尐なく、広告のような報告書にとどまっているにすぎない。しかし、多

くの企業は報告書の編成過程においてすでにこの問題点を意識し始めているが、管理シス

テムとプロセスがうまく機能しないため、データ収集が非常に困難なものとなっている。

とはいえ、一部の企業は持続可能性報告書を系統的に企業管理プロセスに取り入れようと

しており、大きく前進していることは間違いない。国家電網は、社内で「国家電網におけ

る社会的責任の深化に関する通知」を通達し、社会的責任の履行を企業戦略の重要部分と

し、社会的責任の理念と要求を全面的に企業経営に取り入れなければならないことを指摘

している。中遠集団は報告書のなかで、社会的責任の管理システムと監督メカニズムを設

立し、社会的責任の理念を経営管理と統合しなければならないことを提起している。中国

移動はわれわれのインタビューを受け、企業の社会的責任システムを経営管理に融合する

ことを表明した。これらのリーディング・カンパニーが持続可能な発展において踏み出し

た第一歩の意義と価値は、報告書自身をはるかに超えているものと言えよう。 

 

 国家電網は企業の社会的責任の管理システムと利害関係者参加のメカニズムを健全化し、

企業の社会と環境への影響と役割を総合して考慮し、持続可能な発展の要求を確实に实行

し、全体的にかつ全社的にすべての過程と方面において社会的責任への取り組みを深化さ

せる。――李偉陽（国家電網弁公审） 

 

４－２ 編成プロセス 

 

 持続可能性報告書は多くの企業にとって創造・革新である。企業はそれぞれが各社の目

標と要求に基づいて、異なる編成プロセスを制定し、異なるステップと方法を使用して報

告書を作成する。企業が質の高い持続可能性報告書を編成するには、相応の必要な段取り

を経なければならない。 

 われわれは本研究の過程において、報告書を公布している企業や報告書を編成するコン

サルタント会社にインタビューを行い、国内外の研究文献に当たり、これらを総合して以

下のような段取りにまとめた。 

ステップ 1 準備段階 

 報告書の編成は旅行のごとく、まず最終目的地すなわち報告書の内容を決定し、目的地

に到達する手段、すなわち報告書の編成に必要な情報資源を決定する必要がある。企業は

報告書チームを設置し、専門スタッフを教育訓練して持続可能性報告書の特徴を分析し、
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報告書のフレームワークを選択する。 

ステップ 2 インタビュー段階 

この段階においては、企業は自社の利害関係者を確定し、その上で利害関係の程度と影

響力に基づいて企業の内部と外部の主要な利害関係者を見つけ出さなければならない。ワ

ーキングチームはこれらの利害関係者に対して調査し、インタビューを取り、彼らが最も

関心を持つ情報を把握しなければならない。 

ステップ 3 データ収集段階 

 企業は、報告書の基本原則と利害関係者のアドバイスに従い、企業の实情に基づいて報

告書の各部分の具体的内容と開示の指標を確定しなければならない。ワーキングチームは、

企業の関連部門の協力を得て、報告書に必要な情報を収集し（データ、文書、画像や映像

が含まれる）、情報の正確性と信憑性を確認する。資料収集の完成後、企業の履行能力の評

価に基づいて、持続可能な発展の目標と承諾ラインの設定を行う。 

ステップ 4 作成段階 

 収集した情報を整理し、直感的かつ明瞭なかたちで文字にして報告書の则稿を作り出す。

则稿は企業の最高経営者、重要な利害関係者および報告書の専門家に意見を求め、さらな

る修正を行わなければならない。定稿は第三者審査を受けたあと、製版、印刷に付する。

中英対照が必要であれば、第三者審査を受けたあと翻訳に取り掛かる。 

ステップ５ 公布段階 

報告書の部数や公布ルートを含む報告書の公布方法を制定する。必要であれば、マスコ

ミや主要な利害関係者を招き、プレスコンファレンスを開く。企業は報告書を公布した後、

利害関係者と交流し、フィードバック情報を収集し、報告書の編成過程で生じた問題を改

善しなければならない。 

 

４－３ フレームワーク 

 

 GRIによる G3の公布を契機に、世界中の持続可能性報告書のフレームワークは次第に収

斂し、ますます多くの企業が G3に基づいて経済、社会、環境という三つの側面から報告書

を編成するようになった。一部の企業はまた、その他のフレームワークに基づいて報告書

を編成している。たとえば、国連のミレニアム開発目標19、国連のグローバル・コンパクト、

環境・社会とガバナンス（ESG）フレームワークおよび CDP20の枠組みなどがそれである。

個別の企業は自社が開発したものに基づいて報告書を編成している。 

 われわれは報告書のフレームワークについてコンサルタント会社を対象に調査した。そ

                                                   
19 Millennium Development Goals：MDGs．(訳注) 
20カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（Carbon Disclosure Project）。2002年にスタートしたも

ので、世界の２１１機関投資家（運用資産約３，５００兆円）が、世界の主要１，８００社（日本企業１

５０社）に対して地球温暖化対策に関する情報開示を迫る象徴的な取り組みのことである。また、多くの

環境 NGOが当該プロジェクトを後押しするとともに、地球温暖化対策に関わる企業との連携プロジェク

トに取り組んでいる。（訳注） 
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の結果、80%の回答は持続可能性報告書におけるフレームワークの必要性を支持している。

さらに、G3ガイドラインは中国で応用することができるものの、ローカル化する必要があ

り、けっして強制ではなく、自主的に参考にされるべきものであると指摘している。中国

の企業と利害関係者にとって GRIはまだ完全に浸透しておらず、それらのうちの半数以上

は聞いたことない、あるいは全く理解していないと話している。 

 どのような枠組みを利用するにしても、報告書の編成は情報の質を担保するために一定

の基本原則に従ものでなければならない。G3には以下のような６つの規定がある。 

中立性：報告書には企業のプラス面のみならず、マイナス面や改善すべき部分も盛り込ま

なければならない。 

比較可能性：利害関係者が企業の現在と将来の業績を比較し変化について理解できるよう

にするため、報告書の情報は選択整理を経たものであって、前後一貫性を維持しているも

のでなければならない。 

正確性：利害関係者が企業の業績を評価できるようにするため、報告書の情報は正確かつ

詳細なものでなければならない。 

タイミングの適切性：利害関係者が相応な意思決定を行うために、報告書は定期的かつ適

切なタイミングで情報開示を行うものでなければならない。 

明瞭性：情報開示の方法は利害関係者にとって理解しやすく、かつ取得可能なものでなけ

ればならない。 

信頼性：報告書の編成に使用される情報やそれぞれのステップにおける情報の収集、記録、

編集、分析および開示の方法は、検証可能なものでなければならず、情報の質や重要性が

担保されているものでなければならない。 

 

質の高い持続可能性報告書とは、利害関係者に価値のある事实（Helpful Truth）を提供

することができるものであるため、内容の関連性、情報の信頼性と報告書の読み応えのい

ずれも重要である。          Fred Dubee――（国連グローバル・コンパクト） 

  

われわれの研究結果は、以下のようにまとめることができる。タイミングの適切さにか

んして、多くの企業情報は過去一年以内のものであり、ごく尐数の企業情報は数年前まで

に遡る。中立性の要求を満たしている企業は非常に尐ない。殆どの企業はプラス面につい

ては大々的に取り上げているが、マイナス面については殆ど触れていない。利害関係者へ

のインタビューから、多くの利害関係者（とくにNGO）は、企業に対して“プラス面のみ

の開示”を止めるよう明確な申し入れを行っていることがわかった。このほか、利害関係

者はとくに情報の正確性と信頼性に関心を寄せている。 

 持続可能性報告書には多くの内容が含まれている。それゆえ、内容の選択にかんして GRI

は、企業は重要性、利害関係者の参加度合い、持続可能な発展の背景などの原則に基づい

て繰り返し推敲し、開示に適する項目および関連指標を的確に選択しなければならないこ
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とを訴えている。われわれの調査インタビューを受けた企業は、持続可能な発展戦略こそ

報告書の最も核心的な内容であって、他の項目より重要性が高く、企業ガバナンスと環境

保護が 2位と 3位に続き、品質管理は最下位に位置づけられている、と考えている。 

４－４ 誰が編成するか 

 

 われわれの調査インタビューを受けた企業の 38%は、持続可能性報告書の作成は、戦略・

管理コンサルタント会社のノウハウの優位性を考慮し、そこに委託することができると考

えている。32%の企業は、企業内部の従業員が最も企業の内部事情に精通しているのだから、

報告書の作成者としては彼らが適任と考えている。その他の企業は、会計事務所やコンサ

ルタント会社のようなその他の機関に委託すべきと考えている。 

 報告書の歴史が長く、経験も豊富な企業（シェル中国、宝鋼など）の報告書は、企業内

部の従業員が作成している。一方、報告書の公布を始めたばかりの企業は、コンサルタン

ト会社が作成している。これは現在の中国における国内の实情であるが、最近変化が見ら
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れる。一部の企業では、企業が主導し、それを専門ノウハウを持つ外部機関がサポートす

るという方法を模索しており、両者の優位性を統合して利用しようという傾向が見られる。

中国では、会計事務所と戦略管理会社がまだ報告書の作成ビジネスに参入していない。 

 一般に、報告書の編成チームは３，４人余からなっており、計画から出版までにかかる

時間は 3から 5ヶ月程度とまちまちである。 

 

“内部と外部”を組み合せる報告書の編成チームは理想的であると考えられる。内部の

構成員は企業の経営と管理について詳しく把握しているのにたいして、外部の構成員はよ

り専門的かつ実観的なアドバイスを提案することができるからである。――Erin Harper

（APCO worldwide） 

 

４－５ 報告書の信頼性の向上 

 

 いかに報告書の信頼性を向上させるか。企業年報の経験から、第三者から提出された審

査意見が報告書の信頼性を増加させる最善の方法であることがわかった。この点について

われわれは調査を行なっている。75%の回答者は持続可能性報告書に第三者審査が必要であ

ることに同意し、こうすることで虚偽報告が避けられ、報告書の信頼性を高められると考

えている。審査機関については、社会的に信頼性のある機関（国際認証機関など）がこれ

を担うべきであって、特に会計・監査会社があげられている。 

 反対意見を提起した企業もある。つまり、報告書は第三者による評価が必要であるが、

審査の必要はなく、それを強制されるべきではない。反対者は、強制審査が中国における

持続可能性報告書の成長に不利な影響を与えることを心配し、企業が自主的に第三者(報告

書審査の専門家)を招聘して報告書の閲覧と評価を行なったあと、これらの評価内容を報告

書の最後に付するようにすることを提案している。 

 このほか、報告書の枠組みと編成チームの構成も報告書の信頼性に影響を与えるもので

ある。報告書は世界的に通用する枠組みやガイドラインを参照にし、当該報告書における

それの応用の程度を説明しているならば、読者の確信を向上させることができるだろう。

さらに企業は、独立した専門家を編成チームに取り入れるならば、報告書の信頼性はいっ

そう高くなるに違いない。 

 

われわれは、企業が第三者を招聘して報告書を評価し、意見を聞くべきことを主張して

いる。報告書の審査は信頼性の最大の要因であることを考え、できるならば企業は権威あ

る機関を招いて関連基準に基づき審査を行なうべきである。―― （WTO経済導刊） 
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５ 持続可能性報告書の利用方法 

 

５－１ 企業の報告書の利用方法 

 

（１）多種多様の公布ルートの实現 

 企業が報告書の編成を完成したあと、それにとっての主な仕事はいかに効率的に報告書

の情報を主要な利害関係者と一般投資家に伝達するかということである。これは公布ルー

トの問題である。公布ルートを選択するさい、企業は以下の二点を念頭に置かなければな

らない。 

第一、オーディエンスが交流の方法を決める。 

オーディエンスの構成が公布ルートの選択に大きな影響を与えるため、企業は、まずど

のようなかたちで彼らの注意を引くことができるかを考えなければならない。これらのオ

ーディエンスは、報告書の则期段階において確定された企業の内部と外部の利害関係者で

ある。企業は利害関係者ごとに異なる方法を使用しなければならない。利害関係者は、情

報を獲得するルートが違っていれば、選好も異なるに違いない。たとえば、消費者に直接

サービスを提供する企業の場合、消費者が最も重要な利害関係者であって、企業は報告書

の情報を彼らに伝達しなければならない。したがって、企業には二つの選択肢がある。マ

スコミを通じる公布と、消費末端での配布である。こうすることによって、すべての消費

者がカバーされるだろう。 

第二、最適な公布ルートを選択すること。 

 一般に、企業はいくつかの異なるルートを利用して異なるオーディエンスと交流するこ

とが望ましい。そこでは、企業は、あらゆる利用者がすべての情報を入手することのでき

るようなルートを選択しなければならない。これは、大多数の企業が印刷物あるいはネッ

ト報告書を公布する理由である。このほか企業は、報告書の中から異なる利害関係者に特

定の情報のみをピックアップし、別のルートを利用して特定の利害関係者に向けて公布す

ることも考えられる。表１は異なる公布ルートの優务点について比較している。 

内部の利害関係者向けの公布ルート 

Ö 内部情報のダイジェスト 

Ö パンフレット、チラシ 

Ö 会社内部の宠伝ポスト 

Ö 会社内部ネットフォーラム 

Ö 会議（正式と非正式） 

Ö 覚書あるいは Eメール 

Ö 諮問会議

外部の利害関係者向けの公布ルート 

Ö 特定の問題についての会議 

Ö 公開講演 

Ö Eメール 

Ö マスコミ投稿 

Ö 公開雑誌への投稿 

Ö 印刷報告書 

Ö HP公布
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表１ 報告書の公布ルート比較 

公布ルート メリット デメリット 

内部公告 低コスト 内部のみの交流 

特定テーマの会議 

公開講演 

直接交流、相互影響 

オーディエンスの要求にし

たがって内容を調整する 

直接宠伝し、投資とビジネス

パートナーを引き寄せる 

範囲の限定 

資料の準備や会議の開催な

ど余計な時間と資金がかか

る 

内部情報のダイジェスト 

パンフレット・チラシ 

Eメール 

ポイントをスケッチする 

その他の情報を含む 

印刷報告書より低コスト 

一方的な交流で、相互間での

影響がない 

軽視あるいは誤読される可

能性がある 

持続可能な発展を重視して

いないように見える 

ニュースレター 低コスト 

宠伝範囲が広い 

“新”を発掘する必要がある 

マスコミとの交流に時間が

かかる 

マスコミの報道する内容を

コントロールできない 

独立報告書 プロフェショナルなイメー

ジがつよい 

情報の完成度が高い 

取得可能性や透明度に勝れ

る 

印刷やデザインのコストが

高い 

余分の IRコストが必要 

ネット公布 印刷コストがない 

無料で入手可能 

紙の節約 

印刷物ほど読みやすくない 

ネットにアクセスの必要が

ある 

 

 現在、中国における持続可能性報告書の公布方式は、出版物、ニュースレター、ネット

公布などがメインである。一部の企業ではネット上での閲覧とダウンロードもサポートし

ている。利害関係者へのインタビューによると、企業は報告書を公布した後も、依然とし

て投資家との交流に問題が残っている。半数以上の回答者は報告書の入手が困難であるこ

とを指摘している。 

（２）利害関係者からフィードバック情報の獲得 

 報告書の出版と公布は、報告書の編成の終了というより、それ以後の利害関係者との交
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流の始まりと言える。企業は報告書を公布した後、積極的に利害関係者と交流し、意見に

耳を傾け、報告書のマイナス部分をよりいっそう分析して計画を改善する必要がある。意

見の収集は次回の報告書編成のために重要である。 

 意見聴取にはさまざまな方法がある。簡卖なやり方として、社内インタビューや独立し

た機関による調査、分析などがある。意見聴取のさい、以下のような質問項目があげられ

る。 

V 報告書について全体的にどのように感じているか。 

V 報告書で言及していない重要な項目はあるか。 

V 情報開示は役に立ったか、予想どおりであったか。 

V 利害関係者との交流や情報開示にはどのような方法が良いか。印刷物かそれともネッ

ト公開か。 

V 報告書の質と効果は如何にして向上し得るか。 

V その他の問題。 

 

５－２ 利害関係者の報告書の利用方法 

 

 持続可能性報告書は、情報開示のツールのひとつとしてはじめから利害関係者の注目を

集めている。われわれのインタビューを受けた人々は、例外なく報告書が必要とであるこ

とを唱えている。勿論、異なる利害関係者は報告書の異なる部分に関心を持つ。組合団体

は企業の労働条件と仕事環境に、環境保護団体は企業の環境パフォーマンスに注目してい

る。 

 われわれの調査によれば、マスコミ、NGO、投資家や政府部門は現在中国においてもっ

とも持続可能性報告書に関心を持つ利害関係者であることが明らかとなっている。しかし、

どのように報告書の情報を利用していくかに関しては、はっきりとした対策や行動が見え

ている訳ではない。それでは、利害関係者はどのようにして持続可能性報告書を利用する

か。われわれは利害関係者の参考になるよう以下のような提案を行いたい。 

 マスコミはまず持続可能性報告書に対して積極的に支持する態度を示さなければならな

い。報告書は中国企業の社会的責任分野における重要な創造・革新である。しかし、マス

コミの評価は報告書の開示というニュースに止まってはならない。逆に、報告書を通じて

宠伝価値のある企業行動をより多く発掘し、企業が社会的責任の实践において創造・革新

に取り組んでいることを知らしめなければならない。これ以外にもマスコミは、重要な監

督者として、企業が報告書において制定した目標に細心の注意を払い、企業に承認した事

柄の履行を促すよう行動しなければならない。マスコミは、優秀な企業市民や最も責任を

果たした企業を選出するさい、持続可能性報告書の発行や報告書の質を選出の重要な参考

指標として取り入れるべきである。 

 NGOは、持続可能性報告書を、企業との提携に値するかどうかの評価指標として取り入
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れるべきである。公的部門と私営部門との提携、もしくはチャリティ・マーケティングの

理念のもとで、NGOと企業との関係はフラットなものであって、資金募集や寄付の関係で

はない。NGOは提携パートナーを選択するさい、自らの原則と立場を持ち、相手の社会・

環境におけるパフォーマンスを厳格に評価しなければならない。持続可能性報告書はまさ

にこのような情報を提供してくれるものである。 

 

 投資家は持続可能性報告書に反映されているリスクとビジネスチャンスを詳しく研究す

る必要がある。企業の環境、社会とガバナンスパフォーマンスは企業の収益力と緊密にリ

ンクしている。国際的に、ますます多くの投資家（とくに年金基金）や証券アナリストは、

特定の要素を投資にかんする意思決定の分析枠組みに取り入れ始めている。たとえば、世

界の 225 社の投資機関が共同で提案したカーボン・ディスクロージャー・プロジェクト

（CDP）は、上場企業が二酸化炭素の排出量など気候変化と密接に関連する情報を開示す

るように求めている。实際に、多くのこのような情報はすでに持続可能性報告書で開示さ

れているため、投資家は報告書に十分な注意を払わなければならない。 

 政府部門は、持続可能性報告書を通じて、政府の政策が企業レベルにおいて確实に实行

されているかどうかを確認することができる。良い報告書は関連するパフォーマンスを開

示するだけではなく、企業がガバナンス構造においていかに政策の实施を担保しているか

をも明確に説明している。たとえば、最近政府は企業に対して省エネと排出削減を提唱し

ている。企業がこれを真剣に实施するならば、持続可能性報告書にこれが反映され、具体

的な措置も説明されるはずである。企業年報ではこのような情報は開示されないであろう。

しかも、報告書は公開開示されているため、情報の信頼性も高いに違いない。 

 

環境保護の一環として、われわれはすでに企業の環境責任を環境に関する宠伝教育の要

点としており、企業の社会的責任報告書（環境責任も含む）伝達センターを設立し、この
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プラットフォームを利用して国内外の社会的責任報告書（環境責任も含む）を収集し交換

し、中国における関連活動の普及に努めている。同時に、われわれは、一部の大学と共同

で研究を行ない、大学の商学院や環境学院のカリキュラムに迅速に取り入れられるように

努力している。―― (国家環境保護総局宠伝教育センター) 

 

６ まとめと展望 

 

６－１ 中国の持続可能性報告書の急速な成長 

 

 ̧ より多くの中国企業による持続可能性報告書の公布 

過去２年間、中国企業の持続可能性報告書は、急速な成長を見せてきている。この勢い

は持続されるであろう。すでに報告書を公布している企業は、引き続き定期的に報告書を

公布し、企業の経常業務として重要視するようになるであろう。一方、先駆者の模範効果

はその他の企業に刺激を与え、報告書の公布を促すよう働くであろう。2007年、中国企業

の持続可能性報告書の数は、前年度を超え、近い将来にわたって安定して増大していくも

のと考えられる。 

 ̧ 国有企業、民営企業、外資企業が大いに腕を奮う 

現在、国有企業は持続可能性報告書の発行において重要な役割を果たしている。国有企

業の大株主として政府は、報告書の発行を積極的に支持している。このことはより多くの

国有企業に刺激を与え、より多くの報告書の発行につながるであろう。民営企業は現在、

わずか一社のみしか報告書を開示していないが、民営企業の管理体制が柔軟であって、創

造・革新の精神に富んでいるため、迅速に追いつき、持続可能性報告書の重要な参加者と

なるに違いない。一部の民営企業は、すでに持続可能性報告書の発行を計画していること

が調査の結果でわかっている。 

国有企業と民営企業の行動とともに、より多くの外資系企業は中国市場向けの報告書の

重要性を意識し始めている。彼らは、“中国式”という折衷案を採用し、本社の報告書の中

心的な内容を翻訳し、それに中国のローカル事情を加えて中国版報告書の作成を試みてい

る。 

 ̧ 報告書の名称の解釈 

公布済みの報告書に関しては、名称がまだ統一されていない。企業市民報告書、企業の

持続可能性報告書、企業の社会的責任報告書、企業責任報告書などの名称はすべて使用さ

れているものである。それゆえ、近い将来においても中国企業の報告書の名称は依然とし

て多種多様であろうが、多くの企業では持続可能性報告書と企業の社会的責任報告書の２

つの名称に収斂していくことになるであろう。 

 ̧ 報告書関連ビジネスの成長 

持続可能性報告書の増加は関連ビジネスにマーケットを作り出し、その成長を促進して
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いる。過去２年間、PRコンサルタント会社は報告書の作成から確实な利益を得ている。今

後、PRコンサルタント、戦略顧問会社、会計監査事務所を含む報告書編成サービスの分野

は、更なる成長が期待されている。会計監査事務所と認証機関はまた、次第に報告書の第

三者審査業務の分野に参入してくるであろう。報告書の質的要求の高い企業のために、PR

コンサルタント会社にとっては報告書の発行や利害関係者との交流に関するサービス業務

を得る機会が常に存在している。 

 

６－２ G3ガイドラインが主要なフレームワークになる 

 

 ̧ G３が主要な枠組みになるが、必ずしもすべての指標が使用される訳ではない 

近年、中国企業の持続可能性報告書においては GRIが指定しているガイドラインに従い、

経済、社会、環境の三つの側面から報告書が編成されている。このような傾向はますます

顕著になってきており、多くの利害関係者の賛同を得るものとなっている。われわれは、

より多くの企業が GRI、とくに G3ガイドラインを採用するようになると確信している。し

かし、中国の企業には情報記録と収集において多くの問題が存在しているため、GRI のす

べての指標を取り入れることは困難である。 

 ̧ G3に基づいて新たな創造と革新 

国際的に通用するガイドラインとして、G3 は多国籍企業により適合していると言える。

しかしローカル企業、とくに国内マーケットのみを対象とする国有企業にとっては、G3は

实用的なものとは言えない。これらの企業は、G3の枠組みのもとで、中国の实情に適する

ような新たな創造・革新が求められることになるであろう。しかし、G3の国際的な汎用性

を考えれば、これらの企業も依然として G3の中核的な部分には従わなければならない。 

 

６－３ 更なる報告書の価値増大 

 

 ̧ 原則から实践へ 

公布済みの報告書の全体を見ると、価値観と理念にかんしては中国の实情と結びつけて

うまく書かれている。しかし、企業の具体的な行動や持続可能な発展のパフォーマンスに

なると、報告書は窮地に陥っているように見える。その原因は、現段階において中国企業

は、持続可能性報告書を原則的なものとしか見ておらず、それと实践との総合化にまでは

進んでいない。しかし、報告書の真価は原則の陳述にあるのではなく、实践を推進するこ

とである。原則のみ实践なしの報告書では、中身のないものになるはずである。中国企業

はこの点において更なる改善が要求されている。 

 ̧ 報告書を管理システムの一部分とする 

持続可能性報告書は、いっそう広く、いっそう速く成長するはずである。そうなると、

報告書の編成はさらに複雑になるに違いない。これは、多くの企業が近い将来直面する問
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題である。報告書の高品質を確保するため、企業は有効な管理システムを確立してデータ

収集、情報管理、实践の指導をおこなわなければならない。この管理システムは企業の経

営管理システムの一部分であって、それによる企業戦略と持続可能な発展との総合性の向

上が期待されている。 

 ̧ 報告書を利用して利害関係者と交流する 

持続可能性報告書は、企業透明度の増大、利害関係者との交流を促進する重要なツール

でなければならない。中国の企業は、報告書そのものを重要視しており、利害関係者との

交流を見落としてしまいがちである。これでは本末転倒ある。企業はさまざまなルートと

方法を通じて重要な利害関係者に情報を開示し、この過程において利害関係者との交流を

強化していかなければならない。 

 

６－４ 利害関係者は報告書の価値を最大限に発揮する 

 

 ̧ 報告書における価値ある情報の発掘 

中国の利害関係者は、現段階では、企業が持続可能性報告書を公布したかどうかという

行為を重視しており、報告書の内容を詳細に閲覧し価値のある情報にかんする発掘を行な

っていない。实際、報告書で開示された情報は利害関係者と密接に関連しているため、こ

れらの情報を発掘することは利害関係者が企業の将来の業績に対して正確に評価するのに

有利である。しかし、利害関係者はそれぞれ異なる情報に関心を持っているから、自らの

实情に基づいて価値ある情報を発掘するための有効な方法を、おのおの見つけなければな

らない。 

 ̧ 報告書の効率的な利用と良性循環の形成 

利害関係者は価値のある情報を発掘したあと、それを有効に利用して企業価値に影響を

与えるよう努力しなければならない。こうして、報告書で開示されている情報は企業価値

の変動に反映させることができ、企業が正確性の高い、タイミングの適切な情報を開示す

るよう刺激を与えることになる。これらの情報は、利害関係者がより正確かつ随時に企業

価値に影響を与えるのに有利である。このように、良性循環が形成されるならば、企業の

持続可能性報告書はさらに健全に成長していくだろう。 
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企業名 業種 企業形態 報告書名称
最新報告書の対

象期間
最新公布時期

最则の公布
時期

公布回数

シェル中国 ｴﾈﾙｷﾞ英ー系企業
持続可能性
報告書

2005年 2006年1月 1999 8

中国石油 ｴﾈﾙｷﾞ国ー有企業
社会的責任
報告書

2006年 2007年4月2001年3月 7

フォード中
国

自動車 米系企業
社会的責任
報告書

2003-2005年2006年10月2003 2

宝鋼股份 冶金 国有企業
持続可能性
報告書

2005年 2006年7月 2004 3

中国平安 金融 国有企業
企業市民報
告書

2006年 2007年5月 2004 4

東芝中国 家電 日系企業
社会的責任
報告書

2006年 2006年9月2005年9月 2

江西移動 通信 国有企業
企業責任報
告書

2004年以前2005年10月2005年10月1

国家電網 電力 国有企業
社会的責任
報告書

2006年 2007年1月2006年3月 2

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ中国情報 米系企業
企業市民報
告書

2005会計年度2006年3月2006年3月 1

中国アルミ 冶金 国有企業
持続可能性
報告書

2006年 2007年4月2006年4月 2

中化国際 化学工業 国有企業
社会的責任
報告書

2006年 2007年4月2006年 2

アメリカア
ルミ中国

冶金 米系企業
持続可能性
報告書

2006年 2007年6月2006年4月 2

浦東発展銀
行

金融 国有企業
社会的責任
報告書

1993-2005年2006年6月2006年6月 1

瀋陽上水道 水道 国有企業
企業市民社
会的報告書

2005年 2006年8月2006年8月 1

ソニー中国 家電 日系企業
社会的責任
報告書

2005会計年度2006年9月2006年9月 1

中国海洋石
油

ｴﾈﾙｷﾞ国ー有企業
持続可能性
報告書

2005年 2006年10月2006年10月1

中遠集団 物流 国有企業
持続可能性
報告書

2005年 2006年11月2006年11月1

中遠集運 物流 国有企業
持続可能性
報告書

2005年 2006年11月2006年11月1

ハイアール 家電 国有企業 環境報告書 2005年 2006年12月2006年12月1

中国移動 通信 国有企業
企業責任報
告書

2000-2006年2007年1月2007年1月 1

HP中国 家電 米系企業
社会的責任
報告書

2006年 2007年1月2007年1月 1

中国石油集
団

ｴﾈﾙｷﾞ国ー有企業
社会的責任
報告書

2006年 2007年2月2007年2月 1

西子集団 電器 民営企業
社会的責任
報告書

2006年 2007年2月2007年2月 1

富士ｾﾞﾛｯｸｽ
深圳

電器 日系企業
持続可能性
報告書

2005会計年度 2007年 2007年 1

神龍自動車 自動車 国有企業
持続可能性
報告書

2006年 2007年5月2007年5月 1

中国建設銀
行

金融 国有企業
社会的責任
報告書

2006年 2007年5月2007年5月 1

注1　2007年5月31日現在のデータである。表の順番は報告書のランキングを意味しない
注2　収集可能な統計データによるもので、遺漏の可能性を含む不完全な統計である
注3　中国国内に登記の企業のCSR報告書のみで、外資系企業の本社の報告書の中国語版は含まない
注4　本表のデータはネットで随時更新している。http://www.sustainabilityreport.cnから入手可能

⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⁷ ⌐⅔↑╢ ⌂

注5　中遠集団と中遠集運、中国石油集団と中国石油はそれぞれ持株会社と子会社の関係であるが、それぞ
れの報告書の内容は異なる。中国石油は2001年から健康安全環境報告書を公布し、2007年よりそれは社会
的責任報告書と改称されている。
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1999年
2004年

2004年11月3日

2005年

2005年4月

2006年2月16日

2006年3月

2006年6月23日

2006年7月

2006年9月11日

2006年9月25日

2006年10月16日

2006年12月12日

2006年12月20日

2007年2月5日

2007年4月

2007年4月11日

2007年4月19日

浙江省西子聯合持ち株会社は企業の社会的責任報告書を公布した。同報告書
を発行した则の民営企業となった。

CBCSDはACCAと共同でG3および付録資料の中国語翻訳を完成し、その普及お
よび展開に努力することとなった。

国家環境保護総局は「環境情報公開弁法(試行)」を公布し、企業の環境情報
の公開に関して明確な規定を与えた。2008年5月1日から施行される。

GRIテクニカル発展部主任Sean Gilbertは商道縦横の招きを受け、北京で
「GRIと企業の社会的責任報告書」をテーマに講演を行なった。

G3が発表された10日後、CBCSDはACCAと共同で「持続可能性報告書ガイドラ
イン」研究会を開催し、GRIの取締役でACCAのCTOであるアトスがG3の改訂状
況を紹介した。

中国紡績工業協会は、2006年中国紡績衣服業界の企業の社会的責任報告書を
発表した。これは中国国内では、業界の立場からの则の企業の社会的責任報
告書の発表である

中遠集団は北京において「中遠集団2005年度持続可能性報告書」の記者会見
を行なった。この報告書は世界中で则めてG3を応用して編成したものであ
り、中国では则の審査を受けた報告書である。

上海浦東発展銀行企業の社会的責任報告書を公布。同報告書を公布する国内
则の商業銀行となった。

中国企業の社会的責任機関マップ（China CSR Map）はAccountAbility社と
提携協議し、AA1000審査基準を中国語に翻訳した。

CBCSDが作成の「中国における企業の社会的責任の推薦基準と实施規範」が
評価審査を経て採択される。その目的は、企業による社会的責任報告書作成
を誘導することである。

深圳証券取引所「上場企業の社会的責任ガイドライン」を発表。それによる
と、株主やその他の投資家の投資決定に影響を与えうる情報はすべて投資家
に積極的かつ自主的に開示しなければならず、情報を選択して開示してはな
らない。

中国持続可能な発展工商理事会（CBCSD）はACCAと共同でGRIの「2002年持続
可能性報告書ガイドライン」中国版に関する研究会を開催し、宝鋼、中遠集
団などの企業による持続可能性報告書の作成をを奨励。

商務部研究院多国籍企業研究センターは、“中国企業、企業責任とソフト競
争力”サミットにおいて「中国における企業の責任報告書ガイドライン」
（草案）を発表した。
国家電網は企業の社会的責任報告書を公布。内資企業则の報告書になった。
国務院総理温家宝は国家電網が上申した「国家電網2005年社会的責任報告
書」に重要な指示を下し、“評価に値することである。企業は社会に対して
責任を負い、自主的に社会からの監督を受けなければならない”と評価し
た。

　　　　　　　　　 2⁷ ⌐⅔↑╢ ⌂

シェル中国が持続可能性報告書を公布。中国则の報告書となった。
国有資産委員会は清華大学建設管理研究科と共同で研究チームを形成し、大
型国有企業の持続可能性報告書の開示制度にかんする研究を開始。

特許公認会計士協会（ACCA）は北京駐在所で記者会見を開き、中国大陸に向
けてGRIの「2002年持続可能性報告書ガイドライン」中国版を発行した。

国家ソフト科学基金は、清華大学建設管理研究科持続可能性報告書研究チー
ムによる企業の持続可能な発展能力と評価及び対策の研究サポートを開始。
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⁷●Ᵽ♫fi☻≤
1.1　企業と業界の紹介 企業およびその企業が属する産業界の基本情報を紹介し、とくに置かれ

ている社会、環境の背景等について紹介する。
1.2　企業の最高経営者の緒言CEO、取締役会長など企業の最高経営者が社会的責任や持続可能な発展

に関する緒言や声明を述べる。
1.3　問題提起と順序付け 企業活動と経済、環境、社会とのプラス面やマイナス面の関係を述べ、

相互間の相対的な重要度を説明する。
1.4　価値観、原則と政策 企業の持続可能な発展に対する態度、ビジネス原則、行動基準など
1.5　企業戦略と持続可能な発業務と持続可能な発展との間の関係のあるべき姿と問題処理の方法。
1.6　ビジネスケーススタディケーススタディを提供し、ケーススタディと持続可能な発展との関係を

説明する。
1.7　持続可能な発展を实現す
るための挑戦

持続可能な発展戦略を推進する過程における障碍について説明する。

1.8　企業ガバナンスの責任と
構造

委員会などの関連ガバナンス機構を設立し、持続可能な発展にかかわる
問題を監督する。

1.9　リスク管理 企業は、とくに持続可能な発展と密接な関係をもつリスクをいかに評価
し管理するかについての方法を述べる。

1.10　将来のビジネスチャンス
への着目

企業は新しい商品・技術あるいはサービスを開発し、将来にわたって持
続可能な発展に関連するさまざまな需要に対応する。

1.11　消費者および市場への影
響力

企業は広告、市場などの手段を通じて持続可能な発展に関連する消費者
の消費傾向と消費形態に影響を与える。

⁷
2.1　管理プロセス 企業の環境、社会、経済事務に関する管理方法やプロセスあるいは段取

りについて示す。
2.2　バリューチェーン管理 企業は系統的な方法を用いてサプライヤーとバリューチェーン(合資あ

るいはその他の提携パートナー)の持続可能な発展に与える影響を管理
2.3　利害関係者の参加 企業が利害関係者の個人あるいは団体との間に持っている通常の諮問、

対話と協力のメカニズムである。
2.4　個人の業績管理、教育訓
練と職業成長

企業は従業員の知識やスキルを高めるために投資を行い、企業業績の改
善につなげる。

2.5　学習と知識管理 企業は持続可能な発展に関連する知識を導入し運用している。
2.6　政策および法規事務 企業と政策法規との相互影響の状況、および企業が関連政策法規との対

話に参加する状況と程度について開示する。
2.7　業界への影響力 企業は業界における持続可能な発展に影響を与えるべく努力している。
2.8　慈善と社会的投資 寄付、外部機関への援助を含む企業の慈善行為と社会的活動。
2.9　投資者との関係 企業は持続可能な発展をもって投資家との交流を行なうこと、あるいは

これが投資家との関係を管理するさいの内容となること。

⁷ ≤
3.1　業績と戦略の相関関係 企業の持続可能な発展に関連した实質的な業績、およびそれと企業の戦

略との相関関係について述べる。
3.2　持続可能な発展の業績評価企業の持続可能な発展に関連した实質的な業績指標について述べる。
3.3　文書と解釈 持続可能な発展に関連する情報は、読者にわかりやすく明確に説明され

なければならない。
3.4　目標制定 明確で定量化可能な業績目標を制定する
3.5　業績と基準の比較 業績予想と特定の法律上の要求、一般規範および自主基準とを比較し、

内部監督を行なう。

⁷ ─ ≤
4.1　審査 これには審査・監査者の声明、経営陣評価、認証、専門家の声明あるい

は利害関係者からの評価が含まれる
4.2　報告の承諾、政策と戦略企業は持続可能な情報を定期的に開示することを承諾し、情報収集と作

成のプロセスおよび利害関係者との交流の方法を説明する。
4.3　報告の基準 企業は報告書の作成と改善の際に基準を用いて行なうことを承諾する。
4.4　情報の取得可能性 報告書の言語、全面性、实用性および情報へのアクセス可能性、あるい

は特別な要求を持つ利用者にも配慮する。

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷  3⁷SustainAbility─
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附録４：インタビューを応じた機関リスト 

 

 われわれは、今回の調査研究において、４０以上の機関の専門家や第一線の实務家にイ

ンタビューを行い、中国企業の持続可能性報告書に関するそれぞれの意見を伺うことがで

きた。このほか、われわれは国内外の研究仲間と E メールや面談を通じて彼らの研究調査

をもシェアリングすることができた。彼らの協力は本報告の完成に与って大きな力があっ

た。ここに記して謝意を表するものである。 

 

BSR   周 қ 

Burberry Plc   Kate Larsen 

CSR & Company   影 

CSR Asia   Brian Ho 

Hill & Knowlton   Natalia Montuori 

Impactt limited   静 

KPMG Global Sustainability Services   George Molenkamp 

RupeTex   Martha Grossman, June Zhou 

广қ省社科院/广қ省 CSR 研究会   黎友  

广州 咨    玲蕙 

中山大学公民与社会 展研究中心   刘小  朱健↨ 

中 房地֟   王宇添 

中国可持 展工商理事会   翟  刘  

中国企ҙ 合会   英 玉萍 

未来 500 （中国）   金周英 

中国 工ҙ 会   梁  

中国国 民 合作促 会   黄浩明 

中国移ꜚ   葛  王 青 

丹麦人 研究所   Mads Holst Jensen 

公益      

世界自然基金会   彭磊 

北京大学光 管理学院   қ宁 

北京 慕内衣公司   学  

北京 牛公司   谷哲昭 

永利行国 集    麦沛霖 

企ҙ公民委 会   瑞ῌ 

ᴰ知行   李志  

全球 告倡 （GRI）   Sean Gilbert 
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安可 有限公司   Erin Harper 葛宁 

壳牌（中国）   蕾 

国 金融公司   卓昕 

国家 网公司   李ᴯ阳 九斤 

国家 保 局工程 中心   任景明 吴春旭 

国家 保 局宠教中心   峰 

英 (上海)咨    建新 

拜耳（中国）   曾慧敏 

挪威船 社(DNV)   王勇 

德曼咨    Gwen Yu 方  

特 公 会 公会（ACCA）   周非 

商Ⱶ部《WTO 刊》   殷格非 吴福  

商Ⱶ部研究院跨国企ҙ研究中心   王志ӏ 王倩 

清 大学建 管理系   李章  

色和平（中国）   Jamie Choi 

合国全球契    Fred Dubee 

瑞安房地֟   林  

福莱希ӏ公῏   李波 

德国技 合作公司   班杰明 彭 来 

 

注：機関名の文字の画数順に従う。 
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